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抄録

【目的】4 つの文献から職業被ばく管理状況、所属
による被ばく状況、放射線に関する知識と放射線
防護教育の効果の視点で整理し、近接介助に関わ
る看護師における放射線被ばく線量低減の可能性
について検討した。

【方法】看護師の職業被ばくを線量で評価した研
究、看護師に対する放射線の知識に関する質問紙
調査研究、放射線講習の教育効果を検証した研究
の 4 つの文献を対象とし再分析し統合した。

【結果】看護師は医師や診療放射線技師に比べ不
均等被ばく管理者が少なかった（p<0.001）。内視
鏡担当看護師の半数で水晶体等価線量の限度値
20mSv/ 年を超えていた。interventional radiology

（IVR）担当看護師は知識や意識が高かった。放射
線教育により介助への不安感は減少した。

【考察】近接介助を伴う看護業務では不均等被ば
く管理が必要である。併せて放射線防護教育の実
施は、看護師自身の被ばく線量を低減できる可能
性がある。そして看護師の不安感を軽減させ、患
者の安全な介助へと繋がる。

Ⅰ．はじめに

　近年放射線を用いた検査や治療は著しく進歩
し、日常診療での使用頻度も増加の一途をたどっ
ている。主な検査や治療は、単純 X 線撮影・コン
ピュータ断層撮影・核医学・血管造影検査・画像下
治療（interventional radiology;以下、IVR）である。

IVR は、主に X 線透視下で行われるため、外科手
術と比較して非侵襲的な治療である（日本医学放
射線学会）。血管内操作を伴うものでは、カテーテ
ルを標的となる血管病変まで進めて閉塞部の開通
や止血を行う。血管内操作を伴わないものでは、
X 線透視下で内視鏡を用いて治療する、胆膵領域
での内視鏡的逆行性胆道ドレナージ（endoscopic 
retrograde biliary drainage; ERBD）や胆管ステン
ト留置等が行われている（日本救急医学会）。この
ような身体的負担の少ない治療は増加している。
　現在、診療用放射線に係る安全管理体制は、医
療法施行規則に基づいているが、2020 年の一部
改正により、医療放射線安全管理責任者を配置す
ることが求められた。また同法は、医療被ばくに
関する業務に携わる者を対象とした診療用放射線
の安全利用のための研修についても定めており、
放射線診療を依頼・施行する医師および歯科医師
だけでなく、放射線診療を受ける者への説明等を
実施する看護師等も含まれている。
　一方、電離放射線障害防止規則（以下、電離則）
では、事業者が放射線業務に従事する者の放射線
被ばくをできるだけ少なく努めることについて
定めており、放射線診療に従事する医療者も対
象とし、これは職業被ばくとして分類される。被
ばく限度とは、その値を超えないように管理す
るための基準であり、全身被ばくに換算した線量
である実効線量と臓器別の線量である等価線量
がある。放射線の影響は、臓器・器官によって異
なるため、国際放射線防護委員会（International 
Commission on Radiological Protection; ICRP） 
では、臓器・組織ごと、また障害エンドポイント
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ごとに、全体の 1% の人に影響が現れる線量を「し
きい線量」として定めている。一般に、造血系・生
殖器系・消化器系・皮膚・眼の水晶体など、細胞
分裂が盛んで分化度の低い細胞をもつ臓器・器官
ほど影響が高い傾向にある。眼の場合は、水晶体
の障害（混濁）を引き起こし、数年かかって白内
障や視力低下などの晩発影響をもたらし得るこ
とが知られており、医療分野において特に水晶体
被ばくは課題となっている。ICRP は白内障のし
きい線量の引き下げと新しい眼の水晶体の等価
線量限度を勧告し（ICRP publication 118, 2012）、
国内では、2021 年 4 月に電離則が改正された。第
5 条において、眼の水晶体に受ける等価線量の限
度が引き下げられ、事業者は、放射線業務従事者
の眼の水晶体に受ける等価線量が、5 年間につき
100mSv および 1 年間につき 50mSv を超えないよ
うにしなければならないと定められている。職業
被ばくの管理には、均等被ばく管理と不均等被ば
く管理がある。身体に受ける被ばくは、体幹部と
末端部に分けて評価する。均等被ばく管理とは、
体幹部と末端部で被ばく線量に差がない場合に
行い、個人被ばく線量計を 1 個装着する。不均等
被ばく管理とは、被ばく線量に差がある場合に行
い、線量計を 2 個以上装着する（図 1）。

　防護衣を着用することが多い放射線診療では、
不均等被ばく管理を行うことが求められている。
本改正にあたり、限度値を超える可能性のある診
療科医師を対象として、不均等被ばく管理による
放射線防護教育が行われた結果、被ばく線量が低

減したことから、新たな限度値を遵守することは
可能である、と検討会は報告している（厚生労働
省 , 2019a,b）。このことは、これまでの被ばく管
理や放射線防護教育が不十分で、放射線診療に従
事する医療者が過剰に被ばくしている可能性を示
すものであり、近接介助を行う看護師においても
不均等被ばく管理の必要性と放射線防護教育が有
効である可能性を示唆するものと考えられる。
　国内外における医療分野の職業被ばくに関する
先行研究の傾向をみると、被ばく線量の定量的分
析は少なく、限定された職種や業務内容別の調査
が中心である。その中で、全国 17 施設を対象とし
た質問紙調査は、放射線診療従事者の被ばく管理
の実態および被ばく線量を定量的に分析している

（藤淵ら , 2021）。これは看護師とその他の職種の
比較や、看護師の業務内容別に分析が行えるデー
タが示された国内唯一の実態調査である。看護師
を対象とした放射線教育に関する研究はさらに少
なく、放射線に対する知識を調査したものがいく
つかあるだけである。富澤らは、看護基礎教育課
程において、放射線に関する基礎知識や看護実践
への統合的な教育はなされていないことを指摘し
ており（冨澤ら , 2015）、看護師が放射線に対する
正しい知識を持たずに業務に従事し、被ばく線量
が増加している可能性は否定できない。
　そこで、放射線診療従事者である看護師を対象
とした 4 つの文献をとりあげてデータを再分析
し、職業被ばく管理状況・所属による被ばく状況・
放射線に関する知識と放射線防護教育の効果の視
点で整理し、近接介助に関わる看護師における放
射線被ばく線量低減の可能性について検討するこ
とを目的とした。

Ⅱ．研究方法

　日本国内における看護師を対象とした放射線被
ばく管理に関する文献として以下の 4 つを取り上
げ、文献 1 ～文献 4 として文献調査を行った。文
献 1 は、放射線診療従事者における被ばく管理状
況および水晶体等価線量について、職種や業務内
容別に詳細調査が行われた国内唯一の実態調査で
ある文献を採用した（藤淵ら , 2021）。また看護師
の放射線教育に関する文献は、医学中央雑誌デー
タベースを使用し、1992 年～ 2021 年の原著論文
を条件に「看護師」と「放射線教育」で検索すると
15 件がヒットした。そのうち、病院に勤務する看
護師を対象とした質問紙調査は 6 件であった。こ
のうち、看護師の放射線に関する知識を調査した
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研究は 2 件あり、IVR 業務に従事する者も含んだ
一般病院に所属する一施設の看護師を対象とした
森島らの研究を文献 2（森島ら , 2012） とし、日本 
IVR 学会専門医修練認定施設における IVR 業務
に従事する多施設の看護師を対象とした増島らの
研究を文献 3（増島ら , 2018）として、共通する質
問項目による結果を統合し、整理した。文献 4 は、
大学病院の全看護師を対象とした放射線講習の教
育効果を検証した唯一の調査である松田らの研究
を取り上げた（松田ら , 2004）。
　各文献に示されたデータについては、以下のよ
うに看護師に対する被ばく管理の視点で整理・統
合・改変した。量的データにおいては、有意差検
定はχ 2 およびフィッシャーの正確確率検定を行
い、5% 有意水準をもって判断した。職種別放射
線被ばく管理状況は職種別 3 群による総当たりの
多重比較を行い、有意水準はボンフェローニの方
法によってα =0.05/3 とした。

1. 看護師の放射線被ばく線量と管理状況の実態
　（文献1）
1） 職種別放射線被ばく管理状況 ; 医師・看護師・

診療放射線技師の職種別に、均等被ばく管理と
不均等被ばく管理の割合を比較した。

2） 職種別被ばく管理による年間水晶体等価線量
の比較 ; 水晶体への被ばくが法の限度値以上で
ある 20 mSv を境界にした放射線高値暴露の割
合を、均等被ばく管理と不均等被ばく管理の 2
群で、医師・看護師・診療放射線技師の職種別
に比較した。

3） 不均等被ばく管理における看護師の所属別年
間水晶体等価線量の比較 ; 不均等被ばく管理を
受けている看護師において、水晶体への被ばく
が法の限度値以上である 20 mSv を境界にした
放射線高値暴露の割合を所属別に比較した。看
護師の所属は一部統合し、放射線科・放射線腫
瘍科・放射線診断科のデータを統合し放射線
科、歯科・心臓血管外科・産科・麻酔科を統合
しその他とした。

2. 看護師の放射線に対する知識の現状
　（文献2・文献3）
　共通する質問に対する回答について「あり・な
し」または「はい・いいえ」で二値化し、一般看護
師間と IVR 業務従事看護師とで割合を比較した。
抽出項目は次のとおりで、一部再カテゴリー化し
たものは追記した。
1） 放射線に関する教育の経験と必要性 ; 放射線教

育の経験および放射線教育の必要性。教育の時

期については、学生と就職後を統合し再カテゴ
リー化し評価した。

2） 放射線に関する基礎知識 ; 放射線防護の三原
則・個人線量計の装着位置・IVR 時の照射灯表
示・放射線防護の工夫。また文献 3 については、
放射線に関する基礎知識の自己評価の内訳実
数を著者へ問い合わせの上、データを利用し
再カテゴリー化した。自己評価項目 13 項目の
うち、医療被ばくを問う 2 項目を除き、11 項目
を新たに「放射線防護・線量意識・放射線影響」
の 3 類に分け評価した。

3） 自己評価の放射線診療従事への意欲

3. 看護師を対象とした放射線講習の教育効果
　（文献4）
　看護師を対象とした放射線講習会受講前調査お
よび受講後追跡調査の比較として、以下の 2 点の
変化を評価した。
1） 不安感・意識の変化 ; 放射線教育による不安感

や意識を本人・同僚・患者に対するコミュニ
ケーションの変化と位置づけ、表示を変更し評
価した。

2） 防護意識の変化 ; 女性看護師を対象とした「自
分自身の放射線業務従事者としての実効線量
限度」の正答率を、全体と個人被ばく線量計装
着者とで比較した。正答は、妊娠の可能性のあ
る者では 100mSv/5 年 , 5mSv/3 月、それ以外で
は 100mSv/5 年 , 50mSv/ 年となり、2 つを合計
し正答率とした。無回答を含めたそれ以外を誤
答とし、両者について有意差検定を行い評価した。

Ⅲ．結果

　文献調査に用いた 4 つの文献の概要を表 1 に示
す。また各文献で報告されている事項および今回
新たに分析した結果は以下のとおりである。

1. 看護師の放射線被ばく線量と管理状況の実態
1） 放射線診療従事者の放射線被ばく管理状況
　（表 2）
　全体での被ばく管理状況は、均等被ばく管理
48% 不均等被ばく管理 52% であった。共同研究
関連施設 17 施設別の管理状況では、施設によっ
て均等被ばく管理者と不均等被ばく管理者の比率
は異なり一貫性はみられなかった。すべての放射
線診療従事者を均等被ばく管理の施設もあれば、
すべての放射線診療従事者を不均等被ばく管理し
ている施設もあり、施設によって管理の基準はさ
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まざまであった。実効線量に対する水晶体等価線
量の比は、均等被ばく管理者の場合 1.05 倍、不均
等被ばく管理者の場合 3.42 倍であった、と報告さ
れている（文献 1）。
　職種別の放射線被ばく管理状況を表 2 に示す。
医師と診療放射線技師では、不均等被ばく管理の
割合が高く、それぞれ 61%, 68% であった。看護
師では不均等被ばく管理の割合が低く、34% で
あった。各職種間で管理状況は有意に異なってい
た（p< 0.001）。

2）職種別、被ばく管理状況における年間水晶体等
価線量（表 3）
　職種別に、均等被ばく管理を受けている群と
不均等被ばく管理を受けている群それぞれにお
ける年間水晶体等価線量の分布を表 3 に示した。
均等被ばく管理のうち、年間水晶体等価線量 20 
mSv を超過した者は 4163 名中 1 名のみであっ
た。それに対して、不均等被ばく管理では、2.94%

（132 名）が 20 mSv を超過していたことが報告さ
れている（文献 1）。20 mSv を超過した者は、医
師が 4.75%（2504 名中 119 名）と最も多かった
が、看護師も 1.17%（943 名中 11 名）存在してい
た。診療放射線技師が 0.24%（821 名中 2 名）で
あったのに比べると、看護師は、医師ほどではな
いが、基準を超える被ばくがあり、両職種とも、
被ばく限度を超えていた者は不均等被ばく管理
状況にある者に有意に多いという結果であった

（p<0.001）。

3）看護師の所属別の年間水晶体等価線量（表 4）
　不均等被ばく管理状況にある看護師について、

表１.  文献の概要 
文献 1 文献 2 文献 3 文献 4

藤淵（2021） 森島（2012） 増島（2018） 松田（2004）

項
目

看護師の放射線被ばく
線量と管理状況の実態

看護師の放射線に
対する知識の現状

（一般病院）

看護師の放射線に
対する知識の現状

（IVR 担当看護師）

看護師を対象とした
放射線講習の教育効果

対
象
施
設

全国の共同研究関連
施設 17 施設

（病床数 402 ～ 711）

東北厚生年金病院
（病床数 450）
年間 PCI 約 250

（ave.2006-2010）

日本 IVR 学会専門医
修練認定施設 281 施設

長崎大学医学部
・歯学部附属病院

対
象
者

個人被ばく線量計
装着者

看護師 305 名
（うち個人被ばく
線量計装着者 85 名）

IVR 業務に従事する
看護師 1,016 名 看護師 約 400 名

回
答
数

（
率
）

のべ 8656 名・年
( 職種内訳；
医師 47.2%,
看護師 31.6%,
診療放射線技師 14.0%,
その他 7.2%)

216 名（70.8%） 560 部（55.1%）
317 名；
受講前 156 名 (49.2%),
受講後 227 名 (71.6%)

調
査

期
間 2014 年 4 月～ 2017 年 3 月 2008 年 11 月1 日～ 30 日 2015 年 2 ～ 3 月 2001 年 7 月～ 2003 年 5 月

調
査
内
容

複数の大規模施設の放射線
診療従事者のデータを集め
分析した、職種別、業務内
容別の放射線被ばく管理お
よび放射線被ばく状況の実
態調査 .

単一施設の看護師を対象と
した放射線に関する知識の
現状および放射線に対する
意識調査 .

多施設の IVR に従事する看
護師を対象とした放射線に
関する知識の現状および放
射線に対する意識調査 .

単一施設の看護師を対象と
した、大学内での医療施設
と教育研究施設の協力によ
る放射線講習の教育効果 .

主
な
結
果

被ばく管理状況は、均等被
ばく管理 48％ 不均等被ばく
管理 52％。不適切な被ばく
管理では、水晶体等価線量
が 2 から6 倍近く過小評価さ
れる可能性がある。血管造
影や内視鏡検査等の X 線透
視を頻繁に実施する医師や
看護師では、水晶体等価線
量が高く、放射線防護眼鏡
による防護対策の徹底といっ
た放射線防護教育が求めら
れる。

放射線教育経験が看護基礎
教育において68.3% 就職後
では 26.9% であった。日常
業務において、ポータブル
撮影時の適切な行動や個人
被ばく線量計の正確な装着
部位などの基礎的な知識が
十分ではないことが明らか
となり、当院看護師における
放射線教育の重要性が示唆
された。

教育経験がある者は約 9 割、
院内教育が全くないという
者は 5 割強である。一方で
9 割以上が教育が必要であ
ると回答した。知識の自己
評価は、自分の職業被ばく
の低減のためのものは高く、
放射線の単位等の知識は低
かった。約 7 割の者が今後も
IVR に従事したいと回答し
た。教育受講経験が有る者
は、被ばくの不安の度合い
が低かった。

(1) 放射線の基礎を講義と
実習により確実に指導する
(2) 臨床における被ばくの防
護方法等の放射線診療補助
業務に密着した内容を伝え
ることができるため、業務上
必要な放射線に関する知識
の習得と、放射線に対する
不安の低減に対して高い教
育効果が期待できる。

表2. 放射線診療従事者の放射線被ばく管理状況

文献1 ～ 4より一部改変し引用

均等被ばく管理 不均等被ばく管理
p 値職種 実数 割合

（％） 実数 割合
（％）

医師 1582 38.7 2504 61.3
＜.001

看護師 1792 65.5 943 34.5 ＜.001
＜.001

放射線技師 393 32.4 821 67.6

職業被ばく管理の分布を職種別に比較した 文献 1より改変し引用
p 値は Chi-squre test による
総当たりの多重比較はα＝0.05/3とした
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所属別に年間水晶体等価線量の分布を表 4 に示
す。所属部署は、外来・救命救急科・血管造影・手
術・病棟・内視鏡・放射線科・診療看護師・その他
である。年間水晶体等価線量が 20 mSv 付近にあ
る看護師がおり、所属部署は外来所属・内視鏡担
当・血管造影・放射線科であった。診療看護師と
は認定資格であり、医師の包括的指示の下で、あ
らかじめ定められた特定行為を実施できる看護師
であり、診療部に所属し、救命救急科や集中治療
科等で業務を行う部署とされている。
　年間水晶体等価線量の検出があった看護師の
割合は、全体で 46.4% であった。所属内での検出
数の割合が高い順に、血管造影 100%, 放射線科
95.7%, 内視鏡 92.9% であり、最も低かったのは
手術室担当で 17.7% であった。
　年間水晶体等価線量が 20 mSv を超過した看護
師は、外来で 0.95% おり、内視鏡では 50% と高値
を示した。

2. 看護師の放射線に対する教育と知識の現状
　放射線に関する教育の経験と必要性・放射線に
関する基礎知識・放射線診療従事への意欲につい
てのアンケート結果を、一般病院（単一施設）と
IVR 担当（多施設）別に表 5 に示す。
1）放射線に関する教育の経験と必要性（表 5）
　一般病院では、放射線の教育の経験「あり」は
47.9%, 放射線の教育の必要性「あり」は 88.2% で
あった。IVR 担当では、放射線の教育の経験「あ
り」は 89.9%, 放射線の教育の必要性「あり」と考
えている者は 99.3% であった。放射線教育の経
験および必要性ともに、IVR 担当が有意に高かっ
た。

2）放射線に関する基礎知識（表 5・図 2）
　放射線に関する基礎知識として、放射線防護
の三原則を知っている者は、一般病院 20.5% に
対し IVR 担当 79.1%、個人線量計の装着位置を

水晶体
等価線量

（mSv/ 年）
被ばく管理 不検出 ≤ 2.5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 100 合計 ＞20mSv/年

（％） p 値

医師 均等 1144 369 41 21 6 1 1582 0.06 ＜.001
不均等 1151 711 191 173 159 67 37 10 5 2504 4.75

看護師 均等 1491 297 3 1 1792 0 ＜.001
不均等 505 257 67 57 46 7 2 1 1 943 1.17

放射線技師 均等 67 279 44 3 393 0 －

不均等 94 446 152 86 41 1 1 821 0.24

他医療職 均等 344 47 3 2 396 0 －
不均等 115 104 5 1 225 0

合計 均等 3046 992 91 27 6 1 4163 0.02 ＜.001
不均等 1865 1518 415 317 246 75 40 11 6 4493 2.94

職種別に、水晶体等価線量 ＞20mSv/ 年 の割合を均等および不均等被ばく管理で比較した 文献 1より改変し引用
ｐ値はＦｉsher's exact test による

表3. 職種別の年間水晶体等価線量

水晶体
等価線量

（mSv/ 年）
不検出 ≤ 2.5 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 ≤ 70 ≤ 100 合計 検出あり

（％）
＞20mSv/年

（％）

外来 178 137 48 31 25 4 423 57.9 0.95
救命救急科 1 2 2 5 80.0 0
血管造影 11 2 4 7 24 100.0 0
手術室 255 52 2 1 310 17.7 0
病棟 57 27 3 87 34.5 0

内視鏡 1 1 5 3 2 1 1 14 92.9 50.0 
放射線科 2 10 10 16 9 47 95.7 0

診療看護師 5 13 2 1 21 76.2 0
その他 6 5 1 12 50.0 0
合計 505 257 67 57 46 7 2 1 1 943 46.4 1.17

水晶体等価線量 ＞20mSv/ 年の割合を看護師の所属で比較した 文献 1より改変し引用

表4. 看護師の所属別の年間水晶体等価線量
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知っている者は、一般病院 63.3% に対し IVR 担当
74.9% であり、いずれも IVR 担当が有意に多かっ
た（p<0.001）。一方で、IVR 時の透視・撮影中を
知らせる照射灯表示を知っている者は、一般病院
91.7% に対し IVR 担当 90.6% であり、統計的有意
差はなかった。
　放射線防護の実践として、放射線防護の工夫
をしている者は、一般病院 76.1% に対し IVR 担
当 86.3% で あ り、IVR 担 当 が 有 意 に 多 か っ た

（p=0.02）。IVR 担当看護師が回答した知識の自己
評価では、放射線防護の三原則や個人線量計の装
着位置などの防護に関する知識については「説明
できる」が約半数を占めるが、放射線の身体影響

と遺伝的影響などの知識は「だいたいできる」を
併せても 4 割に満たなかった（図 2）。

3）放射線診療従事への意欲（表 5）
　放射線診療従事への意欲は、一般病院 14.4% に
対しIVR 担当 67.7% は有意に多かった（p<0.001）。
意欲の理由としては、やりがいがある・楽しい・好き
だから108 名、もっと勉強したい 46 名、専門性が
高い 21 名と前向きな回答を得た、と報告されている

（文献 3）。

3. 看護師を対象とした放射線講習の教育効果
　（図3・4）
1）業務への不安（図 3）
　放射線診療の介助時の放射線影響に対する不安
及びそれに対する対処法が、講習会前後でどのよ
うに変化したかが比較されている。まず介助時に
何らかの不安を感じる者は、受講前には約 60% で
あったものが、受講後では 15% 以下にまで有意
に減少していた、と報告されている（文献 4）。

2）放射線教育による不安感・意識の変化（図 3）
　アンケート対象者のうち、放射線教育歴は、
70% の受講者が看護教育課程での教育経験を有
していた一方で、17% の受講者は教育歴がなかっ
た。講習前の調査にて、放射線診療の介助時に何
らかの不安があると答えた者は全体の約 60% に
のぼり、その傾向は講習前の放射線教育訓練の有
無に関わらずほぼ一定であった。記述回答によれ
ば、その内容はすべて被ばくに関する不安であっ
た。
　また不安があった場合に、医師や放射線技師に
相談したと答えた者が、受講前 28% に対し、受講

一般病院（単一施設） IVR 担当（多施設）
あり（はい） なし（いいえ） あり（はい） なし（いいえ）

質問項目 実数 割合 (%)  実数 割合 (%)  実数 割合 (%)  実数 割合 (%)  p 値
放射線教育について
　　放射線教育の経験 192 （47.9） 209 （52.1） 499 （89.9） 56 （10.1） < .001
　　放射線教育の必要性 180 （88.2） 24 （11.8） 554 （99.3） 4 （0.7） < .001
放射線の基礎知識と実践
　　放射線防護の三原則 38 （20.5） 147 （79.5） 439 （79.1） 116 （20.9） < .001
　　個人線量計の装着位置 62 （63.3） 36 （36.7） 418 （74.9） 140 （25.1） < .001
　　IVR 時の照射灯表示 66 （91.7） 6 （8.3） 504 （90.6） 52 （9.4） 0.780
　　放射線防護の工夫 54 （76.1） 17 （23.9） 483 （86.3） 77 （13.7） 0.023
放射線診療従事への意欲 31 （14.4） 177 （85.6） 379 （67.7） 138 （32.3）  < .001
各質問項目について看護師の担当別に比較した 文献 2・3より改変し引用
ｐ値は Chi-squre test による
IVR（interventional radiology）: 画像下治療

表5. 放射線に関するアンケート（教育の経験と必要性・基礎知識・意欲）

放射線防護の三原則

個人線量計の装着位置

放射線防護具の種類

放射線防護具の有用な
防護手段

職業被ばく

放射線診療従事者の線
量限定

医療領域で使われる放
射線の単位

放射線の身体的影響と
遺伝的影響

早期影響と晩発影響

確定的影響

確率的影響

■■説明できる/■■だいたいできる/■■あまりできない/■■できない/■■無回答
文献3より改変し引用

 （n＝560）
0％　　  20％　　  40％　 　  60％　　   80％　 100％

放
射

線
影

響
 　

 　
線

量
意

識
　

  　
　

 放
射

線
防

護

図2. 画像下治療（IVR）担当看護師の放射線に関する
　　基礎知識の自己評価
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質問項目について講習前後で比較した 文献4より改変し引用
p値はChi-squre testによる

介助に不安がある

介助時の不安を相談

患者の質問に答える
ことができた

■■はい  /  ■■いいえ ■■はい  /  ■■いいえ

講習前 講習後

100％　　  50％　　  0％ 0％　　  50％　　  100％

＜ 0.05

＜ 0.05

＜ 0.05

p値

図3. 放射線講習前後における看護師の
　　不安感・意識の変化

後では 66% まで有意に増加していた、と報告さ
れている（文献 4）。

3）放射線教育による防護意識の変化（図 4）
　放射線講習会後の「被ばく限度はどのくらいか」
に対する正答率は、個人線量計装着者では 54.1%
で、未装着者は 45.8% と報告されており（文献 4）
有意差はなかった。

Ⅳ．考察

1. 看護師の放射線被ばく線量と管理状況の実態
　本調査により看護師は医師や診療放射線技師
に比べて、不均等被ばく管理されている者が有意
に少ないことがわかった。これは多くの看護師が
均等被ばく管理下での実効線量が少なく、看護師
全体の被ばく線量も少ないと認識されているため
であろう。今回の調査でも、すべての放射線診療
従事者に対して不均等被ばく管理が行われていな
い施設があった。不均等被ばく管理されていない
場合の水晶体等価線量は 2 ~6 倍近く過小評価さ
れる可能性があり、被ばくの状況に応じた適切な
被ばく管理が求められている（藤淵ら , 2021）。看
護師の放射線被ばくは、医師ほどではないが、水
晶体等価線量が 20mSv 付近の看護師がある一定
数存在し、その所属は、内視鏡・外来・放射線科・

血管造影であることがわかった。手術室所属の看
護師では、水晶体等価線量が検出されたのは 2 割
弱にとどまり、また検出線量は 2.5mSv/ 年以下で
あることから、近接介助による被ばく機会がロー
テーションにより分散されていることや各介助時
の防護が適切に行われている可能性が考えられ
る。
　内視鏡担当看護師では、胆膵領域の検査・治療
時に X 線透視下で近接介助を行い、被ばくをして
いると思われる。外来担当看護師は、施設により
運用は異なるものの、外来患者が X 線透視下の検
査・治療を行う場合に担当すると思われ、内視鏡
担当看護師と同様の状況で被ばくをしている可能
性がある。とくに内視鏡に従事する看護師では、
14 名中 20mSv/ 年以下が 5 名 , 30mSv/ 年以下が 3
名 , 50mSv/ 年以下が 2 名 , 70mSv/ 年以下が 1 名 , 
100mSv/ 年以下が 1 名であり、調査時点では規
制値内であるものの、改正法ではいずれの 1 年も
50mSv/ 年を超えてはならず、早急な対策が求め
られる。
　一方で、同じく近接介助下におかれる機会が多
いと考えられる IVR に関連する所属（血管造影・
放射線科・救命救急科）の看護師では 20mSv 以上
の被ばくはなかった。これは IVR 領域である放射
線科はもとより循環器科においても、これまでの
実績を基に「循環器診療における放射線被ばくに
関するガイドライン」を作成し、医師だけでなく、
チーム医療として関わる全ての医療従事者に向け
た教育を実践していることにあると考える。これ
ら看護師の被ばくは、各手技下における近接介助
が関係しているとされている（土肥ら , 2021）。近
年、特殊な状況におかれているごく一部の看護師
のみがリスクが高い状況であることが、不適切な
被ばく管理となっている要因の一つであると考え
る。とくに、胆膵領域での X 線透視下で内視鏡を
用いる治療は近年増加しているものであり、各施
設で放射線防護対策を講じる必要がある。眼の水
晶体被ばく低減という観点からは、防護具を用い
た対策だけでなく、アンダーチューブ型の X 線透
視装置の使用を検討することが望ましい（松原 , 
2020）。

2. 看護師の放射線に対する知識の現状
　看護教育課程も含めて放射線教育を受けたこと
がない者が存在した。一般病院と IVR 担当を比較
すると、知識が同等であったのは、IVR 時の透視・
撮影中を知らせる照射灯表示のみであった。照射
灯については、放射線画像診断装置が設置された
検査室では、病院見学または実習時等に必ず説明

図4. 放射線講習会の受講後の看護師の
　　被ばく限度に対する正答率

■■正答  /  ■■誤答

被ばく限度の認知を看護師の線量計装着別に比較した
p値はChi-squre testによる 文献4より改変し引用

0％　　　　　　　　　　　50％  100％

p＝0.25

線量計装着なし

線量計装着あり
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する項目であり、繰り返しの説明等で覚えている
可能性が考えられる。他の項目では、IVR 担当が
知識・意識ともに高かった。これは所属別の年間
水晶体等価線量をみたときに、内視鏡所属に比
べて IVR 所属の被ばくが少なかったことの要因
であると考える。今回の一般看護師の調査には、
IVR を担当する看護師も含まれることから、IVR
担当看護師の知識を過小評価している可能性があ
り、厳密に IVR 担当の経験がある看護師とその経
験がない看護師とを比較した場合、さらに放射線
の知識および業務に対する意識には格差が存在す
ると考えられる。
　しかし、IVR 担当看護師においても放射線に関
する基礎知識の自己評価では、防護に関する項目
は高いが、放射線の影響に関する項目では低い実
態が明らかになった。これは現場で必要な実践的
な知識は高いが、放射線と人体との相互作用と
いった学術的な知識の面では低いという現状を
示していると考える。すなわち、IVR を担当する
等の診療上必要に迫られた時点から知識を得て、
業務に対応しているものと思われる。現在、放射
線診療は欠かせないものとなっており、看護師は
IVR 担当でなくとも、患者の体を支えたり、そば
で声掛けを行ったりする介助を通して被ばくす
る機会が常に存在する。よって、看護師の所属に
限らず、不要な放射線被ばくを防止するための対
策を講じる必要がある。また看護基礎教育におい
て、放射線の人体影響や防護に関する教育が十分
でない点が指摘されており、今後改善されていく
ものと考える（日本学術会議臨床医学委員会放射
線防護・リスクマネジメント分科会 , 2014）。

3. 看護師を対象とした放射線講習の教育効果
　放射線教育による介入前後で、介助への不安感
が減少したり、不安感を医師等のスタッフへ相談
するという行動の変化があり、職業被ばく意識に
関する改善がみられた。さらに患者の質問に答え
ることができており、医療被ばくに関する業務の
改善が行われている。知識が乏しいほど不安を抱
くといわれており（欅田 , 2008）、いずれも不安感
の減少による看護業務におけるコミュニケーショ
ンの改善が示唆される。しかし、患者の質問に答
えることができたとする者が、受講前 55% から受
講後 100% に増えた結果は、患者に対して十分な
説明が行えたことを示しているかもしれないが、
中には、講習で放射線専門用語を知ったことで医
師等や患者とのコミュニケーションがとれるよう
になるといった、初歩的な学びだけの者が含まれ
ている可能性は否定できない。

　通常、医療者の職業被ばくは、電離則で定める
実効線量限度等で事業者により安全管理されてい
るが、放射線講習会の受講後の被ばく限度に対す
る正答率が、個人被ばく線量計装着の有無で差が
なかったことは、いくら安全な管理を受けていて
も本人の防護意識を高めることにはならないこと
を示していると考える。つまり、放射線教育効果
は前述のような不安の軽減には有効であるが、そ
の次の段階としての安全への個人の意識改革には
課題が残る。放射線に対する看護師の不安を減少
させることは、業務意欲を改善し、患者への安全
な介助につながるが、個人被ばく線量に関心を持
つことは、看護師自身の健康被害の回避につなが
ると考えられる。しかし、松田らの報告にあるよ
うに時間の経過とともに正答率は減少しているこ
と、6 時間の講習の中でよく覚えている項目は放
射線測定等の実習型のものであることから（松田
ら , 2004）、定期的に繰り返し講習を行い、体験型
の講習の中に上手く基礎知識学習を取り入れてい
く工夫も必要である。
　放射線診療は、医師を中心とした多職種による
チーム医療であり、講習の形式だけでなく、医師
や診療放射線技師が日常的な診療の機会に、知識
の共有を積極的に行っていくことは、看護師の放
射線知識の習得につながるものと考えられる（平
田ら , 2020; 冨澤ら , 2015）。また看護職において
は、現在行われている放射線看護専門看護師の推
進やがん放射線療法看護認定看護師教育などに被
ばく教育をより取り入れることで、これらチーム
医療としての完成度を高めることに寄与するもの
と考える（土肥ら , 2020）。

4. 看護師の職業被ばくが放射線防護教育により
　低減する可能性
　医療分野における職業被ばくの課題は、眼の水
晶体被ばくである。限度値を超える可能性のある
診療科医師のうち胆膵領域を担当する医師の例
では、放射線防護対策として防護クロスや防護眼
鏡が既に使用されていたが、追加対策として透視
モードを適切に選択し線量率を下げることで各検
査あたりの被ばく線量を低減させていた（厚生労
働省 , 2019b）。これは X 線透視装置から出力され
る X 線量が減少している状態であり、各施設で同
様の対策をとることで低減率の違いはあるもの
の、医師と同様に看護師の被ばく線量も下がると
考えられる。これらは装置の設定の問題であり、
画質と線量を最適化する役割は医師と診療放射線
技師にある。その上で看護師は、放射線防護の三
原則である距離・遮蔽・時間を意識して介助を行
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うことが大切である。具体的には、可能な限り線
量の低い位置で介助したり、介助の必要度に応じ
て患者から距離をとったりする等である（井上ら , 
2021; 土肥ら , 2021）。これらの行動は、放射線防
護教育を繰り返し行うことで可能となり、看護師
の職業被ばくを低減させることに寄与すると考え
られる。一方で、ERBD 等の介助を行う内視鏡担
当の看護師での水晶体被ばくが特別に高かったた
め、近接介助の機会が集中する等、特有の問題が
ないか調査する必要がある。
　事業者は、放射線診療に関わる従事者に対し
て、適切な放射線被ばく管理を行うことが求めら
れており、知らずに眼の被ばくを多く受け職業性
白内障となった場合は労働災害補償の対象とさ
れるため、病院の危機管理上においても重要であ
る。とくに近接介助を伴う看護業務において、不
均等被ばく管理を考慮すると同時に、放射線防護
教育を充実させる必要がある。加藤らの報告では

「診療放射線技師は放射線について説明してくれ
るか」の問いに対して「はい」と回答した者は、医
師 86.2%、 看護師 55.9% であり（加藤ら , 2019）、
看護師にとっては診療放射線技師からの説明が不
十分であると感じている現状が伺える。また「放
射線について学ぶ機会」の問いに、医師・看護師
ともに業務中が最も多い回答であったが、次いで
医師は学会、看護師はインターネットと回答して
いることから、看護師にとって放射線を学ぶ機会
が限られており、インターネットで誤った情報を
得ている可能性も考えられる（加藤ら , 2019; 冨
澤ら , 2015）。これら職種の状況に応じた適切な
放射線防護教育を行うには、病院の中で放射線教
育に携わる医療放射線安全管理責任者ならびに
診療放射線技師に対して、ひとつの業務として十
分な時間を設定することも必要だと考える。一方
で、放射線教育によって不安感の除去や防護意識
の改善がみられることはわかったが、防護意識の
改善により実際に被ばく線量が下げられたかは明
らかではない。教育効果を検証するには、線量を
測定し、その低減効果があるかを検証する必要が
あると考える。

Ⅴ．結論

　国内の看護師を対象とした放射線被ばくと教育
の実態に関する希少な文献を再分析、整理した結
果、以下のことが明らかとなった。
1.  X 線透視下の内視鏡および IVR で近接介助を伴

う看護業務では、不均等被ばく管理を推進すべ

きである。
2. 放射線防護教育は看護師にも必要であり、定期

的に行うことで不安感を低減し、患者の安全な
介助へとつなげる必要がある。

3. 近接介助に関わる看護師における放射線被ばく
線量低減には、適切な職業被ばく管理と放射線
防護教育が必要である。

付記

　本論文は、学位論文を再構成し、改編したもの
である。
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　開示すべき利益相反はありません。
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Importance of occupational exposure management and 
radiation protection education in nurses involved in 

proximity medical care on medical radiation.

Abstract

[Purpose]
　We organized four longitudinal studies reporting on point of view radiation exposure dose management, 
occupational exposure by department, knowledge of radiation and effect of radiation protection education, 
and examine of the possibility of occupational exposure reduction on nurses involved in proximity medical 
care. 

[Method]
　Four documents: a study that evaluated the occupational exposure of nurses, a questionnaire survey study 
on knowledge of radiation for nurses, and a study that verified the educational effect of radiation training, 
were reanalyzed and integrated.

［Results］
　The number of nurses under non-uniform exposure management is significantly smaller than that of 
doctors and radiological technologists (p< 0.001).
Some nurses engaged in endoscopy exceeded the lens equivalent dose limit of 20 mSv. The knowledge 
and awareness about radiation exposure in nurses in charge of interventional radiology were significantly 
higher than those in general hospital nurses. Radiation education reduced anxiety of nurses about radiation 
exposure in their caregiving.

[Discussion] 
　Nursing work involving proximity assistance such as endoscopy, surgery and IVR requires non-
uniform exposure management, and there is a possibility that exposure doses of nurses can be reduced in 
combination with radiation protection education. Radiation protection education reduces anxiety of nurses 
and allows safe assistance for patients.
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抄録

【目的】大規模災害が多発する今日、災害時要援護
精神障害者への支援の必要量の推計とその方法の
検討が求められており、東日本大震災被災地のア
クションリサーチとインタビュー調査により、災
害要援護精神障害者への支援の必要量を推計し、
その方法を検討した。

【方法】（1）対象 : 精神保健潜在ニーズに対応して
いる保健師等医療、保健、福祉従事者 10 名（2）方
法 : インタビュー調査に基づく質的帰納的分析。
得られたデータから災害要援護精神障害者の支援
枠組みを示した。（3）期間 : 平成 23 年 1 月 ~ 平成
24 年 2 月

【結果】災害時要援護精神障害者への支援は、< 潜
在的ニーズを持つ人へどのように関わるかのスキ
ルを生かす >、< 多様な場での生活相談 > を行い、
<NPO 等民間支援団体と行政の連携体制構築 >
を目指すことである。

【考察】平時から災害要援護精神障害者の潜在ニー
ズを既存統計で推計し、災害時に備えることが健
康危機管理上重要であると示唆された。

I．研究の背景

　大規模災害が多発している今日、災害による災
害時要援護精神障害者への支援の必要量の推計と
その方法の検討が求められている。自治体の効果
的な支援は、災害支援 ･ 医療 ･ 看護を提供する上
でも必要な把握になると考えられる。

一方、保健所では、国の健康危機管理のガイドラ
インにおいて、保健所の健康危機管理の重要な役
割の中で、災害時要援護者の把握やその支援につ
いて、赤十字等災害時支援団体との連携を強化し
ながら実施していく必要があると述べられている

（厚生労働省 2001）。
　保健所は、都道府県における精神保健福祉行政
の第一線機関である。しかしながら障害者自立支
援法（現障害者総合支援法）の施行や市町村合併
等により、保健師は、地区分担制から業務分担制
に移行し、保健師の生活者の視点による支援が
十分に行き届いていない状況も聞かれている（眞
崎 ,2011）。
　そこで、平時の地域精神保健福祉活動における
保健所や市町村の保健師活動を見直し、災害時要
援護精神障害者支援の核となる保健師の地域を見
る視点を今後の災害保健施策に生かしていく必要
があると考えた。
　すなわち、アクションリサーチとインタビュー
調査で支援概念を整理し、既存統計を使った支援
の必要量の推計を行い、その方法を検討した。
また、東日本大震災により、被災地域の保健師や
他県の自治体から被災地へ派遣された保健師の活
動から、平時における保健師活動も見つめなおす
機会にしたいと考えた。

Ⅱ．研究目的

　 災 害 時 要 援 護 者 の 中 で も、精 神 障 害 者 の
潜在ニーズは大きいと思われる（日本赤十字

眞崎直子、 田中貴子、 松原みゆき＊、 竹島 正＊＊、 橋本修二＊＊＊
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社 ,2006）。すなわち、保健師の日常の活動の中に
も、精神保健サービスに積極的にアクセスするこ
となく、自らが支援の要望を表に出せない人たち
である。昨今の地域の実情からは、それらの人々
が支援の網から抜け落ちていることが示唆されて
いる（竹島 ,2011）。
　今回、東日本大震災の地域へのアクションリ
サーチとインタビュー調査によって災害要援護精
神障害者への支援の必要量を推計し、災害時にお
ける精神障害者の支援を円滑にする基礎資料とす
る。それにより、自ら支援の要望を表せない精神
障害者の災害時支援の方法を明らかにする。

用語の定義

　災害時要援護者 : 災害時要援護者とは、災害時、
次の条件に 1 つでもあてはまる人を指す。①自分
の身に危険が差し迫った時、それを察知する能
力がない、または困難な者。②自分の身に危険が
迫った時、それを察知しても適切な行動をとるこ
とができない、または困難な者。③危険を知らせ
る情報を受け取ることができない、または困難な
者。④危険を知らせる情報を受け取ることができ
ても、それに対して適切な行動をとることができ
ない、または困難な者とする。

Ⅲ．研究方法　

1.�災害時要援護精神障害者の概要把握のための個
別インタビューおよび被災地でのアクションリサーチ

　本研究では、災害時要援護精神障害者の枠組
みを明確にするために、関係者への個別インタ
ビューおよび被災地でのアクションリサーチを
行った。
1） 目的
　災害時要援護精神障害者の構成概念の検討とそ
の項目の収集、枠組み案の作成 
2） 対象
　精神医療保健福祉潜在ニーズに対応している保
健師等医療 ･ 保健 ･ 福祉従事者等 10 名
3） 方法
　インタビュー調査およびアクションリサーチ
　データ収集方法は、個人のインタビュー調査お
よび災害被災地域へのアクションリサーチ法とし
た。

（1） インタビュー調査は、インタビューガイドに
従って実施した。インタビュー時間は平均 45

分であった。インタビューは対象者の許可を
得て録音し、得られたデータから、その意味
を簡潔にした上で、意味内容にしたがって内
容を整理・分類し、項目試案を作成した。整
理・分類に関しては、研究者間で検討した。

（2） アクションリサーチは、東日本大震災発生後
2 ヶ月の 5 月、6 ヶ月後の 9 月、11 ヵ月後の 2
月、実際に被災自治体を対象として実施した。
なお、日数および総時間数は、3 日間× 3 回

（総時間約 90 時間）。分析は、災害フェースご
とと、平時から災害全期を通して分けて行っ
た。　　

4）研究期間
　平成 23 年 1 月 ~ 平成 24 年 2 月
5） 倫理的配慮
　本研究は、日本赤十字広島看護大学倫理審査を
受け、実施した。（承認番号第 1014）なお、個人イ
ンタビューおよびアクションリサーチ法につい
て、対象者に口頭および文書で研究の目的およ
び方法等について説明を行い、同意を得て実施し
た。

2.�災害時要援護精神障害者への支援の必要量の推
計と推計方法の検討

　災害時に効果的な支援につなげることを目的
に、福岡県三潴郡大木町において平時における災
害時要援護精神障害者を推計するための方法を検
討した。
　データは、地域診断を行うことで潜在化した地
域の精神保健福祉ニーズを把握することを目的と
して、既存統計を活用した。
　データは、連結不可能匿名化された既存の統計
資料のみを用いるため、個人情報保護に関係する
問題は生じない。このデータを利用して大木町で
の推計を行った。

Ⅳ．結果

1.�関係者へのインタビューの分析およびアクションリ
サーチによる概念枠組みの作成

　インタビューの逐語録から、災害時要援護精神
障害者の状況、支援のあり方に該当する文脈を取
り出し、コード化した後、研究者間で災害時要援
護精神障害者と考えられるもの、およびその支援
と考えられるものについて、分析を行った。
　以下、カテゴリーを【】、サブカテゴリーを <>、
コードを『』、データを「」で表す。また、フェー
ズごとの各期における状況で分析を行った。さら
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に、平時から災害全期を通してについて、合わせ
て分析した。

1） 災害各期における要援護精神障害者支援（表 1）

 （1）フェーズ 0（発災期）直後 ~ フェーズⅠ数日
　 カテゴリは 3、サブカテゴリは 4、コードは 5 で

構成されていた。
　 急性期は、精神科医療を利用している人たちが

表１.  災害時要援護精神障害者支援（フェーズⅠ（発災）～フェーズⅣ（仮設住宅入居後））
各期 カテゴリ サブカテゴリ コード

フェーズ 0~Ⅰ
（ 発 災 か ら1
週間）

精神科医療の服薬継続
ニーズ

精神科医療にかかっている人たち
の薬

精神科医療にかかっている人たちの薬を求める
精神科医療にかかっている人たちが着のみ着のままで避難所に来るこ
とで、当面の精神科の薬

災害拠点病院に精神科
外来の存在

災害拠点病院に精神科外来の存
在はスムーズ

災害拠点病院に精神科外来があるとフェーズⅠの段階がスムーズに
いった

災害拠点病院に精神科外来があ
るところでは、すぐに対応

災害拠点病院に精神科外来があるところでは、すぐに対応ができ、精
神科受診している災害弱者（要援護者）である精神障害者が助かった

災 害 拠 点 病 院 の 災 害
コーディネーターのリー
ダーシップ

災害対策本部機能を災害拠点病
院が担う

I 赤十字以外の医療機関は使えなくなったため、災害対策本部もI 赤
十字病院が担い、災害拠点病院に災害コーディネーターが配置され
ている点が効果的に機能

フェーズⅡ（数
週 間 避 難 所
での生活始ま
り）

ひたすら傾聴 喪失体験者の話の傾聴 喪失体験をした人たちが話をきいてもらいたい時期

大人数での避難所生活
に適応困難者への支援

（発達障害等）

避難所の大勢のいるところでの生
活に適応できにくい人たちの支援
が必要

避難所の大勢のいるところでの生活に適応できにくい人たちの支援が
必要大勢の人の中で緊張の強い発達障害者等

飲酒による問題行動、アルコール
に対する知識普及不可欠

支援物資にアルコールが入っていたため、何とか手に入れて来るなど
飲酒による問題行動も課題

これまでの家族関係の
課題を改めて相談

これまで抱えていた家族関係の
課題を改めて相談する

これまで抱えていた家族関係の課題が手つかずで残っており、避難
所での相談窓口であらためて相談しようとする

生きづらさを抱えつつも何とか周
囲の支援を受けながら生活してい
た人への支援

「児童虐待」「認知症の問題」「アルコール依存」「発達障害」など生き
づらさを抱えつつも何とか周囲の支援を受けながら生活していた人々

フェーズⅢ（避
難所での生活
が継続）

潜在的ニーズへの対応

潜在的ニーズを持つ人々のニー
ズ噴出

潜在的ニーズを持つ人々のニーズが噴き出す時期

軽い認知症を持つ高齢者、独居
の精神障害者。

孤立者を防ぐかが課題となり、特に高齢者 ( 軽い認知症を持つ人 )、
独居の精神障害者。

心のケアチームによる巡回相談を
終え、地域での診療へ

心のケアチームは発災 5 日後から入ってこられ、地域での日常の診療
が戻ってくる

生活相談が必要な人へ
の対応

仮設住宅に移りつつあるが、避難
所に残っている人がいる

再適応を余儀なくされる
少しずつ仮設住宅に移りつつあるが、残っていく人がいて生活全体へ
の相談に応じていく

フ ェ ー ズ Ⅳ
（仮設住宅に
移り住む）

コミュニティの再構成に
よる孤立化予防

避難所から仮設住宅に移り住み、
コミュニティが再構成

避難所から仮設住宅に移り住み、それまでのコミュニティが再構成（く
じ引きで入居となるため）孤立者を防ぐかが課題

長期にわたる司法書士等生活支
援の情報

フェーズ３ではこの時期から長期にわたり、司法書士等生活支援の情
報を流すことが重要である。

精神保健センターの精神科医が
こころのケアチームが入る際の全
体のコーディネートを行う

精神保健福祉センターの精神科医が全体のマネジメントをし、こころ
のケアチームが入る際の全体のコーディネートを行う

仮設のサポートセンターを心のケ
アの拠点と市町村行政に提案

精神保健センターが仮設に1 か所ずつサポートセンターをつくるよう、
市町に提案

自殺やアルコール問題、依存症、
高齢化による介護問題への危惧
がある

自殺やアルコール問題、依存症が多くなるのではないかと危惧されて
おり、元々高齢化率が高く、介護の課題も増えている

阪神淡路大震災では 16 年かかっ
たという言葉から気長に

阪神淡路大震災では 16 年かかったという言葉から気長にやっていく
ことを見通せた

民生委員や健康推進委員等が活
発に活動していた自然な見守りや
声かけがなく、情報が入らない

平時には、民生委員や健康推進委員等が活発に活動していた地域で
任せていたが、仮設に入るとこれまでの自然な見守りや声かけがなく
なり、情報が入らない

生活困窮者への支援方法、専門
サービスを排除せず、各自に役割
や仕事を持つよう、ニーズをリンク

生活困窮者への支援方法、専門サービスを排除せず、各自に役割や
仕事を持つよう、ニーズをリンクさせている

人間関係づくりの課題を持つ人々
をその場になじませる再適応

集団で生活するルールづくりをし、人間関係づくりの課題を持つ人々
をその場になじませる活動

中長期的心のケアが必要と考えワ
ンストップサービスで実施

K 保健所管内はワンストップサービスをこれまでもしていたが、今回の
震災後さらにハローワーク、生活保護担当課と協働で支援する方向で
考えている。中長期的心のケアが必要と考えている。

仮設住宅入居後に、ス
クリーニングとコミュニ
ケーションをはかる

職員自身も被災者で今後のケア
の展開を考える

O 町では町職員自身が被災者で今後のケアの展開を考え保健師と心
のケアチームが協働で実施

医療資源が少ない沿岸地域で
は、不便な中で、通院していたも
のの震災後は、薬を容易にもらえ
ることの慣れ

医療資源が少ない沿岸地域では、不便な中で、通院していたが震災
後は、薬を容易にもらえることに慣れてしまい、ふだんの生活に戻して
いく支援が必要

表1. 次頁に続く
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着のみ着のままで避難所に来ており、『精神科
医療を利用している人たちが治療薬を求める時
期』で【災害拠点病院に精神科外来の存在】は
大きく、【精神科医療の服薬継続ニーズ】への対
応が重要であった。【災害拠点病院の災害コー
ディネーターのリーダーシップ】が求められて
おり、< 災害対策本部機能を災害拠点病院が担
う > ことで災害対応が円滑に進んでいた。

 （2）フェーズⅡ数週間 ~ 避難所での生活の始まり
　 カテゴリは 3、サブカテゴリは 5、コードは 5 で

あった。
　 < 喪失体験者の話の傾聴 > が重要で【ひたすら

傾聴】の時期である。喪失体験をした人たちが
話をきいてもらいたい時期、【大人数での避難
所生活に適応困難者への支援（発達障害等）】が
必要となっていた。『「児童虐待」「認知症」「ア
ルコール依存」「発達障害」などの生きづらさを
抱えつつも何とか周囲の支援を受けながら生活
していた人々』が【これまでの家族関係の課題
を改めて相談】していた。

（3） フェーズⅢ（数ヶ月 ~ 避難所での生活が継続）
　 カテゴリは 2、サブカテゴリは 4、コードは 5 で

あった。
　 < 軽い認知症や独居の精神障害者 > が < 心のケ

アチームによる巡回相談を終え、地域での診療

へ > と向かう【潜在的ニーズへの対応】が求め
られ、一方で【生活相談が必要な人への対応】
があった。『潜在的ニーズを持つ人々のニーズ
が噴き出す』のである。

（4）フェーズⅣ（仮設住宅に移り住む）
　 仮設住宅に移り住む頃は、【コミュニティの再

構成による孤立化防止】と【仮設住宅入居後に
スクリーニングとコミュニケーションを図る】
ことが重要となる。

2）災害時要援護精神障害者支援平時から災害全
期を通して（表 2）
　カテゴリは、3、サブカテゴリは 27、コードは、
28 であった。全期を通しては、【潜在的ニーズを
持つ人へどのように関わるかのスキルを生かす】
ことが大切で、【多様な場での生活相談】が求め
られ、【NPO 等民間支援団体と行政の連携体制構
築】が重要であると示唆された。
　以上のことから、災害時要援護精神障害者への
平時の支援概念を検討した。すなわち、平時には、
自らが支援の要望を表に出せない人たちへの支
援を形にすることである。家族内や地域での見守
りで日常生活を送ることができていた人たちであ
る。それゆえ、災害時には、ストレスに脆弱であ
るために支援が必要となる。

表1続き.   災害時要援護精神障害者支援（フェーズⅠ（発災）～フェーズⅣ（仮設住宅入居後））
各期 カテゴリ サブカテゴリ コード

フ ェ ー ズ Ⅳ
（仮設住宅に
移り住む）

仮設住宅のコミュニティ
づくり

ボランティアセンターや地域振興
との仮設住宅のコミュニティづくり

避難所廃止した後の仮設住宅のコミュニティ作りをボランティアセン
ターや地域振興と協力して進める

新たなコミュニティづくり
に向けて住民が希望す
る地元の保健師と派遣
保健師による全戸訪問

新たなコミュニティづくりに向け
て住民が希望する地元の保健師
と派遣の保健師でチームを組み、
全戸訪問を行う

新たなコミュニティ作りについて、やっと複数の課が共同でワーキング
の会議を行いイベントが行われはじめており、町民の希望は、地元の
保健師による訪問で、町の保健師と派遣の保健師でチームを組み、全
戸訪問を行う

震災後に病院が前面に
出てきて効果的に

震災前のネットワーク構築で被災
時にかかりつけ医の存在の大きさ
改めて

震災後に病院が地域に前面にでてきたことは効果的、精神的問題を
抱えていても、かかりつけ医でしっかり対応しており、かかりつけ医の
意識やレベルは高い。震災前のネットワーク構築が被災時に役立つ

表2.  災害時要援護精神障害者支援（平時から災害全期を通して）
カテゴリ サブカテゴリ コード

潜在的ニーズ
を持つ人へど
のように関わ
るかのスキル
を生かす

生活困窮者、多問題を抱えた人々、潜在的ニーズを持
つ人へどのように関わるかのスキルを生かしI 県司法
書士が専門職種（医療・保健・福祉）と連携

自殺対策で得た知見である生活困窮者、多問題を抱えた人々、潜在
的ニーズを持つ人へどのように関わるかのスキルを生かして、I 県司法
書士が専門職種（医療・保健・福祉）とどう連携すればいいか

「時間軸」で周囲の人と話すようになり楽になる

家族を津波で亡くし、一人生き残った人がその後避難所では、「みな
同じ思いだから」と隠れて泣き、2 か月半の最近、不眠、「なぜ自分ひ
とり生き残ったんだろう」と自らに問い続けながら涙を流すが避難所の
精神科医師は、薬を出しても解決にならないと1 時間半話を聞いた
今まで（話を聞くだけ）この対応でいいのかと思っていたが、これでい
いのだと思えた

これまで家族に守られてきた障害を持った生活が明ら
かになる

同居していた家族を亡くし、義援金を受けるための書類作成ができな
いために受け取りを拒否していた

過剰適応して問題の根っこが表出 夫からの DVを思い出しPTSD 発作を起こす
自殺対策は生活基盤の再構築も視野に 自殺の原因を精神的問題だけと考えず、生活の基盤も考慮する

傾聴ボランティアの活動再開 ボランティアグループでは、傾聴ボランティアの活動について7ヵ月後
の 10 月半ばから再開

表2. 次頁に続く
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表2続き.  災害時要援護精神障害者支援（平時から災害全期を通して）
カテゴリ サブカテゴリ コード

多様な場での
生活相談

震災後ギャンブル等の問題が表出する 抑制が効かなくなった状態
自殺報道による失望感を予防 自殺のメッセージを安易に出さない
発災後の定期的服薬ニーズからその後の PTSD 治療
ニーズ 発災後は薬がなくて受診、今は PTSD

震災関連死増による介護士の精神的不調 震災関連死増による介護士の精神的不調増
障害者相談支援センターでは、ストレスチェック地域活
動支援センターではこころのケア

障害者相談支援センターでは、ストレスチェックを行い地域活動支援
センターではこころのケア

生活支援相談員訪問事業を実施 社会福祉協議会では、生活支援相談員訪問事業では相談員で訪問
高齢者にうつ予防普及啓発 高齢者に向けて人形劇によるうつの普及啓発

多様な場での
生活相談

督促の再開後に相談が増加 生活者サポートセンターでは、現状はまだとまっている督促の再開後に
相談が増える

消費生活で自殺対策読本作成 他県の協力を得ながら、消費生活の方でも自殺対策の読本作成

労働基準監督署では、遺族の方への給付促進 労働基準監督署では、遺族の方への給付促進を行なっているが、まだ
申請が少ない

警察官のメンタルヘルスのためにカウンセリング 警察官のメンタルヘルスのためにカウンセリング
警察では直接自殺の相談はないがハイリスクと考えら
れる人に関わる相談

警察では仮設団地での巡回連絡を行いハイリスクと考えられる人に関
わる相談はある。

職業安定所での就職支援相談でこころの問題の相談
は保健所を紹介

職業安定所では、生活基盤を支えるための雇用が必要で今は 4 割ぐら
い就職生活支援のなかで、自殺やこころの問題の相談は困難で保健
所を紹介

介護支援体制の整備 介護の体制を保健師を配置した午前８時から夜の 8 時までの体制で生
活応援センター（８ヵ所）で

窓口の一元化が必要 仮設住宅での課題について、いろいろな人がやってきては同じことを
聞いていくため、住民の不満が出ており、窓口の一元化が必要

警察署がタイアップする交通安全、防犯協会の人たち
を把握 警察の訪問は歓迎されており、警察の役割は大きい

健康面と生活面の相談を協働で実施 健康面だけでなく生活面の相談を地域包括支援班と社協ボランティア
センターが協働でようやく連携の兆し

教育サイド以外は自殺対策ネットワークの顔合わせ会
議の実施

自殺対策ネットワーク協議会は、顔合わせの会議となり、顔が見えれば
こそ強く言える

小児科医と児童相談所との連携 小児科医との連携が求められる子どもサポート
NPO 等 民 間
支援団体と行
政の連携体制
構築

災害コーディネーター等専門家が入り保健師の負担軽
減

11か月後復興庁から災害コーディネーターの専門家他のメンバーも入
り保健師の負担は軽減

平時から NPO と行政の連携体制構築 平時から NPO と行政の連携体制を創ること

3） 災害時要援護精神障害者推計方法の検討およ
び推計

　既存統計の参考資料としては、表 3 に示すとおり。
　これらの資料を活用しながら実際に大木町にお
ける災害時要援護精神障害者に対する支援必要量
を推計した。
　 大 木 町 の 人 口 は、14,350 人 で あ り（ 国 勢 調
査 ,2010）、その人口を受療率（患者調査 ,2014）で
推計を行った。次の通り、入院患者数は、30 人、

外来患者数は、30 人で、合計は、60 人であった。
大木町人口（0.1435）×（Ⅴ精神および行動の障害
入院患者受療率（人口 10 万対）209+ 同外来患者
受療率（人口 10 万対）203）≒ 60。
　『総患者数』は、入院患者数と外来患者数の和

（調査日の受療者数のみ）と異なり、『調査日現在
において、継続的に医療を受けている者（調査日
には医療施設で受療していない者を含む。）の数
を推計したもの』（患者調査 ,2014）である。

　2014 年の患者調査では、「Ⅴ　精神
及び行動の障害」の総患者数は人口 10
万対「2506」で、大木町の人口を乗ず
る と、0.1435 × 2506=360 人 と な る。
また、「統合失調症等」の総患者数は人
口 10 万対で「625」であり、大木町の
人口を乗ずると、0.1485 × 625=90 人
となった。総患者数は、入院・外来を
含むため、過大評価である。
　なお、推計の前提として、地域差は
ないこととした。
　参考として、障害者自立支援精神通

統計指標 保健医療福祉統計
精神障害の受療率 患者調査
精神障害者の申請通報届出件数 衛生行政報告例
精神障害者の医療保護入院届出数 衛生行政報告例
精神保健福祉の相談指導人員 地域保健・老人保健事業報告
精神保健福祉の訪問指導人員 地域保健・老人保健事業報告
精神保健福祉の普及啓発の参加人員 地域保健・老人保健事業報告
精神保健福祉センターの技術指導・援助件数 衛生行政報告例
精神科医療施設数 医療施設（動態）調査・病院報告
精神科医療サービス提供状況 精神 630 調査
自立支援医療（精神障害者・児の精神通院医療） 福祉行政報告例
市町村における相談支援（障害者総合支援法） 福祉行政報告例

表3.  精神保健福祉分野における統計指標
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院利用者は、164 人であった。さらに、大木町で
は、推計や避難計画を検討する組織として、民生
委員・児童委員を中心とした災害時要援護配慮者
を支援する避難計画があり、毎年その更新を行っ
ている。そこで、福祉係精神保健福祉担当者とと
もに災害時要援護精神障害者数推計の妥当性の検
討を行った。但し、今回は公費負担申請者のみで
あるため、過小評価の可能性があった。また、災
害時要援護精神障害者を検討する中で、厚生労働
省の福祉行政報告例に災害時要援護精神障害があ
ると平時の業務とつなげやすくなるとの気づきが
聞かれた。なお、災害時要援護者の計画案は行政
区ごとであるが、実際に災害時避難する際は校区
ごとである。3 校区（50 行政区）ごとに作成する必
要があり、行政区ごと、校区ごとの人口、年齢構
成別人口を別途作成した。さらに、障害福祉圏域
である八女筑後・久留米県域委託相談支援事業所
情報交換会が定期的（3 ヶ月に 1 回）に開催されて
おり、お互いの情報交換の場になっていた。災害
時要援護精神障害者には高齢で介護が必要な者が
本人・家族として多く含まれていた。

Ⅴ．考察

　今回、東日本大震災の被災地への情報収集を行
うことで、平時における精神保健福祉活動が重要
であることがあらためて明らかになった。

1. 災害時要援護精神障害者支援の枠組み
　今回東日本大震災の被災地でのアクションリ
サーチおよび個別インタビュー調査を行った。災
害各期における要援護精神障害者の支援につい
ては、日頃の定期的服薬を維持することが困難に
なっている状況が伺え、その確保を可能とする体
制づくりが求められている。山中（2018）は、避
難所で生活する要援護者への支援において、高齢
者は『介護のしやすさを考えて生活場所を決める』
こと、乳幼児妊婦については『周囲への影響を考
えて生活場所を決める』ことを提案している。本
研究により要援護精神障害者の支援についてもこ
のような配慮が必要であることが示唆された。
また、災害各期によって、そのニーズは変化して
おり、変化に対応した傾聴から生活相談が必要な
人への対応へ、その後の仮設住宅でのコミュニ
ティの再構成による孤立化防止を見据えて支援の
対応が望まれる。
　宮本（2013）は、災害時要援護者登録制度が地
域の精神障害者のニーズに応じたものになって

いるかを明らかにする研究において、一人で避難
でき、積極的に災害への備えもできる人がいる一
方で、独居で相談相手がなく、避難支援に不安を
抱える精神障害者も少なくないとしている。今後
は、今回の結果を実際の災害時要援護者への支援
に活かせるよう自治体関係者と連携をとった活動
に寄与していくことが重要と思われた。
　災害時要援護者の中でも精神障害者は、現状が
捉えにくい実態があり、既存統計を用いて、推計
という形でニーズを明らかにすることが求められ
ている。特に、大規模災害後は、中長期的な支援
が求められており、喪失感を長期間抱える人も多
く存在すると思われる（眞崎 ,2018）。常に新たな
体制や環境の変化が生じる時期など再適応の時期
に不適応を余儀なくされる人々への見守りや介入
など支援体制の構築が望まれる。すなわち、将来
予測などの時間軸で支援を整えていくことが重要
であると考える。その実現のためにも支援の必要
量の推計を平時から考えていくことが求められて
いる（眞崎 ,2007）。
　
2. 災害時要援護精神障害者の推計と支援の実態
　実際に災害時要援護精神障害者の推計を行った
大木町では、患者調査による受療率では、60 人、
総患者数では、360 人、統合失調症等では、90 人
であった。障害者自立支援精神通院利用者数で
は、164 人であった。今後は、推計とともに実際の
ニーズ把握の双方を行うことが重要であると思わ
れた。一方で、災害時要援護者名簿はほぼできて
いるが、これまで民生委員が対応していたのは独
居高齢者が主であり、災害時要援護精神障害者へ
の関わりの必要性を理解してそれに取り組む準備
を進めることが課題であると思われた。実際、個
別インタビューの中で障害者総合支援法と介護保
険関係の包括的支援が必要と思われる事例が多数
見受けられていた。さらに、障害福祉圏域である
八女筑後・久留米県域委託相談支援事業所情報交
換会が定期的（3 ヶ月に 1 回）に開催されており、
お互いの情報交換の場になっていた。これらの機
会を生かして要援護精神障害者への支援を検討し
ていくことが求められるが、それは保健所と大木
町による重層的支援体制の強化が重要と考えられ
た。それとともに平時において、精神保健福祉関
係機関を中心に高齢者支援も含め、包括的な地域
診断を行いながら災害時の健康危機管理体制を整
備する必要がある。
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付記

　第 70 回日本公衆衛生学会総会において発表し
たものに加筆しました。
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Estimating the support and need level of people with 
mental disorders who require assistance during disasters

Abstract

[Purpose] Large-scale disasters have been occurring frequently in recent years, and among disaster 
support needs, the level and type of latent needs of people with mental disorders should be investigated. 
We prepared a conceptual framework for estimating the needs of people with mental disorders who require 
assistance during disasters and then performed a community diagnosis at a public health center. 

[Methods] （1） Subjects: Ten people engaged in medical care, public health, and welfare who deal with 
latent mental health needs, such as public health nurses. （2） Method: Qualitative inductive analysis based 
on an interview survey. A framework for people with mental disorders who need disaster assistance was 
provided from the obtained data. （3） Period: January–March, 2011. 

[Results] Utilization of skills in how to engage with people who have latent needs, and Life consultation 
in diverse settings were performed as assistance for people with mental disorders who require assistance 
during disasters, with the aim of Building a system of coordination between private support organizations, 
such as NPOs, and government authorities. 

[Discussion] In health crisis management at public health centers, it appeared important to prepare for 
times of disaster by estimating the latent needs of people with mental disorders who require disaster 
assistance from existing statistics during ordinary times.
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抄録

目�的　胸部放射線療法を受けた肺がん患者を対象
に、臓器別に急性期有害事象発生の特徴と看護
介入の実態を把握し、病棟看護師の看護介入の
あり方を検討することを目的とした。

方�法　肺がんの放射線療法を受けた入院患者48
例に対し、放射線療法開始から6か月以内の有
害事象発生を調査し、化学療法併用群と放射線
単独群の発生割合を比較した。また、有害事象
発生時期と看護師が行ったケアの開始時期の差
について分析した。

結�果　有害事象は皮膚炎、食道炎、肺臓炎、骨髄
抑制であった。皮膚炎は化学療法併用群に有意
に多く、骨髄抑制は化学療法併用群のみにみら
れた。また、肺臓炎は照射終了後に多かった。
食道炎と皮膚炎への看護介入は、有害事象発生
から数日遅れていた。

考�察　放射線療法に対する看護師の知識不足が
看護介入の遅れとなる可能性が示唆された。ま
た、急性有害事象は退院後にも発症を認めるた
め、他部署との情報共有で切れ目ない継続的な
看護が必要である。

I．はじめに

　2007年から｢がん対策基本法｣に基づく｢がん
対策推進基本計画｣が定められ、がん診療におけ
るチーム医療の重要性は広く認識されている。ま
た、がん診療の個別化や患者ニーズの多様化によ

り、発症から診断、入院治療、外来通院などのそ
れぞれのフェーズにおいて、個々の患者の状況に
応じたチーム医療を提供することが求められてい
る（厚生労働省健康局がん･疾病対策課,2017）。
がんの集学的治療のひとつである放射線療法は、
局所治療が可能であり、治療に伴う身体への侵襲
は少なく、また臓器の形態と機能を温存できるこ
とから、患者のQuality�of�Lifeを高く保持できる
という特徴があり、外来通院でのがん治療を可能
とした。一方で、併用療法の広がりや高齢化率上
昇により、入院して治療を受ける患者も増えてお
り、久米ら（2013）は、病棟看護師による看護介入
の重要性を主張している。
　しかし、病棟看護師にとって、ベッドサイドで
能動的な関わりをもつ周術期看護や化学療法看
護に比べ、放射線療法は閉鎖された場所で行われ
ることもあり、イメージがしにくく主体的な関わ
りが出来ていない状況にある。多職種がチーム医
療に関わる放射線療法では、病棟看護師が参画で
きていない問題点として、放射線療法に関する
基本的な知識の不足、治療室との効果的な情報
交換ができていないことが指摘されている（内海
ら,2015）。肺がん患者に対する看護について調査
した石原ら（2003）の研究では、病棟看護師は患
者から｢身体の正常な働き｣｢治療法｣｢副作用｣に
関する質問を多く受けており、患者はがんを持ち
ながらもよりよい生活を望んでおり、有効な情報
を与えてもらうことを医療従事者に求めていると
報告されている。
　放射線は強力な物理学的局所療法であり、放射
線照射線束に効果影響が現れるが、その近接部位
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にも有害な影響を与える。頭頸部の放射線療法に
ついては、放射線性食道炎の実態と看護介入（谷
山,2010）、有害事象と食事摂取（大釜ら,2011）、
放射線性皮膚炎を中心とした有害事象評価（吉
田,2014）など、多くの有害事象に関する報告がな
されているが、肺がんの放射線療法に関する有害
事象の報告は少なく、看護介入の立場から調査さ
れた文献はほとんどない。
　肺がんの放射線療法は、進行がんであっても
年齢、Performance�Status、合併症、コンプラ
イアンス不良などによって、放射線療法単独
（Radiotherapy以下、RT）が選択される場合も
あるが、放射線に化学療法を同時併用すること
で、薬剤の放射線増感効果によって抗腫瘍効果
が高まり、生存率改善に上乗せ効果が期待でき
ると報告され（加賀,2016）、同時化学放射線療法
（Concurrent��Chemoradiotherapy以下、CCRT）を
受ける患者も少なくない。非小細胞性肺癌の切除
不能局所進行例や小細胞肺癌では、CCRTが標準
的治療となり、III期肺がんでの効果も報告されて
いる（日本肺癌学会,2016）。有害事象の面からみ
ると、化学療法は抗がん剤（細胞障害性薬剤）を
投与する全身療法であるため、全身にくまなく作
用し局所的な影響は少ないが、放射線の局所療法
が合わさることで、CCRTではRT以上の有害事
象発生が懸念される。有害事象の程度によっては
照射を休止し、治療の中断を余儀なくされる。そ
の結果、総治療期間が延長し、治療成績に影響を
与えかねない。有害事象の発生･時間経過や部位
別重篤度は患者により一様ではないが、それらを
予防し、早期に発見し、適時に介入することが肺
がん放射線療法を受ける患者をケアする看護師の
役割といえる。
　そこで今回、肺がん患者におけるCCRTとRT
の有害事象について後方視的に比較検討すること
により、臓器別に有害事象の特徴と看護介入の実
態を明らかにし、看護介入のあり方を検討するこ
とを目的とした。これにより、病棟看護師がチー
ム医療の一員として、放射線療法を受ける患者に
質の高い看護を提供するための一助となることが
期待できる。
�

Ⅱ. 研究方法

1. 研究デザイン
　本研究デザインは、後ろ向きコホート研究であ
る。

2. 調査期間
　2012年4月から2017年3月まで

3. 研究対象
　地域がん診療連携拠点病院であるA病院におけ
る呼吸器内科、呼吸器外科を主科とするB病棟で
入院加療した肺がん患者のうち、肺･縦郭に放射
線療法を施行した48例を対象とした。

4.データ収集と内容
　対象患者の放射線治療開始から6か月以内の有
害事象発生について、診療録および看護記録から
データを収集した。収集したデータは、年齢、性
別、病名、進行病期、治療の種類（RTかCCRT）、
使用された抗がん剤の種類（CCRTの場合）、有害
事象の発生時期（照射線量、放射線治療開始から
の週数）、有害事象の内容、発生後の転帰、看護師
が行ったケア（以下、看護介入）、放射線治療開始
日、在院日数である。
　有害事象については、放射線線束に含まれる臓
器として、がん病巣のある肺、これに隣接する深
部臓器としての食道、表在臓器としての皮膚、お
よび線束内外の臓器として骨髄を代表する血液
の4臓器について有害事象共通用語基準（CTCAE�
JCOG/JSCO版Ver.4.0）を用いた重症度ごとに
発生頻度を集計し、正常/基準値範囲内/有害事
象なし（以下、Gread0）とGread1以上について
CCRT群23名とRT群25名でリスク比を求め、
統計的に比較した。そのうち骨髄抑制ではRT群
にGread1以上がなかったため、分子を0.5とし
て算出する修正リスク比を求めた。また、看護師
が行った有害事象に対する看護介入を、臓器別に
その内容と度数を抽出し、記述した。看護介入を
行ったB病棟に所属する看護師（管理職除く）は
21名で、平均勤務年数は4.3年（範囲:1~12年）で
あり、そのうちいずれかの看護師が介入を実施し
ているが、どの看護師が行ったかの区別はしてい
ない。
　病巣線量は1日2Gyで週5回照射であり、照射
の進行に伴う線量の累積は、放射線治療が継続し
た場合の時間経過を示すものである。照射期間中
に起こる食道炎と皮膚炎については、有害事象が
初めて発生した時点を有害事象発生時期、その症
状に対する看護師によるケアが初めて行われた時
点を看護介入開始時期とし、その時点を放射線累
積線量（Gy）で評価した。また、看護介入開始時
期（Gy）から有害事象発生時期（Gy）を引いた値
を求め、有害事象発生と看護介入開始までのずれ
をみた。差が0である場合は、有害事象発生当日
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に看護介入が行われたことを示し、プラスの数値
は、有害事象発生から看護介入開始が遅れたこと
を示す。さらに、肺臓炎においては、照射終了し
退院後にも出現するため、照射開始日を起算とし
て週ごとに評価した。
　統計手法は、有害事象の発生割合の比較には
フィッシャーの正確確率検定を用いた。統計パッ
ケージはJMPpro.16を用い、有意水準は5%とし
た。

5. 倫理的配慮
　倫理的配慮として、本研究は雪の聖母会聖マリ
ア病院臨床研究倫理委員会の承諾（認証番号:学
17-1113）を得て実施した。本研究は後ろ向き研
究であり、放射線治療説明書には、研究でのデー
タ使用に関する説明を記載し、同意書により同意
を得ている。患者情報は、本研究のみで使用し、
取り扱いは患者個人が特定できないようにID化
した。

Ⅲ．結果

1. 対象の特性
　対象は、男性38名（79.1%）、女性10名（21.9%）
で、平均年齢は72.5±9.3歳であった。肺がん
のStage分類は、StageⅠa�3名、Stage� Ⅰb�2名、
Stage Ⅱ a�8 名、Stage Ⅱ b�3 名、Stage Ⅲ a�15名、
StageⅢb�10名、StageⅣ�7名であった。平均在院
日数は48.3日、放射線治療は前後対向二門照射
で病巣線量60Gy/30frを基本に投与されており、
中央値は52.5Gyであった。使用X線は深部治療
用の6または10MXが用いられている。CCRT群
（23名）における化学療法の使用薬剤は、シスプ

ラチン+テガフール･ギメラシル･オテラシルカ
リウム配合薬9名、シスプラチン+ビノレルビン
2名、シスプラチン+エトポシド3名、カルボプラ
チン+エトポシド1名、シスプラチン+イリノテ
カン1名、カルボプラチン+パクリタキセル3名、
ドセタキセル1名、アブラキサン+カルボプラチ
ン2名、アブラキサン単剤1名であった（表1）。

2. 有害事象の発生
　有害事象の発生は、食道炎22名（45.8%）、皮
膚炎19名（39.6%）、肺臓炎21名（43.8%）、骨髄
抑制10名（20.8%）であった。病巣線量による経
時的な変化をみると、食道炎の発生時期の範囲は
12Gy~46Gyであり、20Gyから発生頻度が増えて
いた（図1）。皮膚炎発生時期の範囲は8Gy~58Gy
であり、20Gyから発生頻度が増えていた（図2）。

　肺臓炎の発症時期は、照射期間中1名（4.7%）、
照射終了後1か月以内5名（23.8%）、2か月4名
（19.0%）、3か月9名（42.8%）、4か月2名（9.5%）
であった。肺臓炎は、照射期間中から照射終了4
か月までと有害事象発生期間が長かった。
　肺臓炎の有害事象に対する治療は、未治療で経
過観察10名（47.6%）、抗菌剤やステロイド投与7
名（33.3%）、再入院4名（19.0%）であった。骨髄
抑制がみられたもののうち6名（60.0%）は放射線

表1.�対象者の基本属性
項目 実数（％）

性別（人） 男性 38（79.1）
　 女性 10（21.9）
年齢（歳） 　 72.5±9.3
Stage分類 ｓｔａｇｅⅠａ 3(6.3)

ｓｔａｇｅⅠｂ 2(4.2)
ｓｔａｇｅⅡａ 8(16.7)
ｓｔａｇｅⅡｂ 3(6.3)
ｓｔａｇｅⅢａ 15(41.3)
ｓｔａｇｅⅢｂ 10(20.8)
ｓｔａｇｅⅣ 7(14.6)

在院日数（日） 　 48.3±15.6
治療（群） CCRT 23(47.9）

RT 25（52.1）
平均±標準偏差
CCRT（Concurrent�Chemoｒadioｔherapy）：同時化学放射線療法
RT（Radioｔherapy）：放射線療法単独

図1.�放射線累積線量と食道炎発生者の分布
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図2.�放射線累積線量と皮膚炎発生者の分布
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治療が休止となり、入院期間が延長となった。
　RT群に対するCCRT群のリスク比は、皮膚
炎は5.43で有意に高く（P=0.009）、食道炎1.57
（P=0.21）と肺臓炎1.20（P=0.62）には有意差は
みられなかった。骨髄抑制はCCRT群にのみ発生
していた（表2）。

3. 看護介入
　22名の食道炎発生に対して看護師が行ったケ
アは、胃粘膜保護剤、鎮痛剤などの服薬管理19
名、食事形態変更6名、耳鼻咽喉科紹介1名であっ
た。症状発症時期と看護介入開始時期の差は0Gy
が最も多く16名、6Gy1名、8Gy1名、-30Gy1名
であった。マイナスのケースは、有害事象が発生
する前に食事形態を変更するという介入であり、
予防的なかかわりを示している。一方で、有害事
象は発生していても看護介入が行われなかった者
は2名（9%）いた。
　19名の皮膚炎発生に対して看護師が行ったケ
アは、保湿剤の使用4名、ステロイド軟膏の使用
9名、皮膚科紹介1名であった。症状発症時期と
看護介入開始時期の差は0Gyが最も多く9名、
2Gy1名、10Gy1名であった。また、有害事象は発
生していても看護介入が行われなかった者は8名
（42.1%）いた。肺臓炎、骨髄抑制に関する看護介
入の記録はなかった。

Ⅳ . 考察

1. 肺がん放射線療法における臓器別有害事象の
　実態
　嚥下障害や咽頭･嚥下時痛などの食道炎の症状
は、48名中22名（45.8%）に発生しており、肺が
んの放射線療法において、最も多く起こりやすい
有害事象であるといえる。食道は体中心の深部に
位置しており、多くの場合肺がん病巣と近接して
いるため、病巣線量に近い60Gyの照射を受けて
いると推察される。CCRT群はRT群に比較し、
統計的有意差はなかったものの重症度が高い者の
割合が多く、放射線と抗がん剤の増感効果となっ
ている可能性がある。食道炎の初期症状は、咽頭
部の｢引っ掛かり感｣として訴えられることが多
いが、その発生時期にはばらつきがあり、症状の
現れ方は患者によって異なることがわかる。
　皮膚炎の症状発生時期も8~58Gyとばらつきが
あった。通常、放射線による皮膚炎は20Gy頃か
ら始まり、掻痒感、かすかな紅斑、乾燥の症状を
呈し、治療がすすむにつれて徐々に赤みが増し、
色素沈着へと変化するという経過を辿る。これら
の症状の出現は、患者の皮膚の脆弱性によっても
修飾され、それが症状の個人差として現れると考
えられる。また、皮膚炎ではCCRT群のほうが有
意に有害事象の発生割合が高かった。肺がん治療
のCCRTでは多剤併用される場合が多く、薬剤
ごとの増感効果が時期をずらして出現し、それと
ともに有害事象発生も高まった可能性がある（定
塚,2018）。
　肺臓炎の発生割合は、48名中21名（43.8%）と
高率な発症がみられた。渡辺ら（1995）の調査で
は、化学療法併用で肺臓炎の発生率は高まること
が報告されているが、本調査ではCCRT群とRT
群で有意差は認めなかった。放射線治療の安全性
を担保するため、V20（20Gy以上照射される肺容
積の全肺容積に対する割合）（齋藤ら,2014）など
を参考にした治療計画としているが、肺臓炎の発
生には線量や照射容積といった物理的因子以外に
呼吸基礎疾患や喫煙などの要因も考えられ、化学
療法の併用による放射線肺臓炎のリスクを評価す
るには、他の要因を補正しうるサンプル数の確保
が必要である。
　骨髄抑制の発生はCCRT群のみにみられ、RT
群での所見はなかったことから、照射部位に血液
毒性があっても非照射野における骨髄からの血
球供給により、骨髄抑制という影響が顕在しにく
かったと考えられる。したがって、発生要因は化
学療法に起因するものといえよう。そして、骨髄

表2.��放射線療法と放射線化学療法における有害事象
発生リスクの比較

CCRT
群 ｎ（％） RT

群 ｎ（％）リスク
比 P値

食道炎 Grade0 10 (43.5) 16 (64) 1.57 0.21
Gｒａｄｅ1 5 (21.7) 6 (24)
Gｒａｄｅ2 8 (34.8) 3 (12)

皮膚炎 Gｒａｄｅ0 13 (56.5) 23 (92) 5.43 0.009
Gｒａｄｅ1 9 (39.1) 2 (8)
Gｒａｄｅ2 1 (4.3) 0 0

肺臓炎 Grade0 12 (52.2) 15 (60) 1.2 0.62
Grade1 8 (34.8) 7 (28)
Grade2 2 (8.7) 3 (12)
Grade3 1 (4.3) 0 0

骨髄抑制 Grade0 13 (56.5) 25 (100) 22.8ａ）＜0.00１
Gｒａｄｅ1 0 0 0 0
Gｒａｄｅ2 2 (8.7) 0 0
Gｒａｄｅ3 4 (17.4) 0 0
Gｒａｄｅ4 4 (17.4) 0 0

CCRT（Concurrent　Chemoｒadioｔherapy）：同時化学放射線療法
RT（Radioｔherapy）：放射線療法単独
P値はフィッシャーの正確確率検定を用いた
ａ）骨髄抑制は修正リスク比を示した
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抑制がみられたもののうち60%は放射線治療を
一時休止していた。放射線治療の治療期間の延長
は治療成績の低下につながるため、所定の期間で
照射を終了することが望まれるが、骨髄抑制によ
る放射線療法の中断は、治療成績に影響する重大
な有害事象といえる。

2. 有害事象に対する看護介入のあり方
　食道炎では、有害事象の発生時に看護介入が行
われている者が多かったが、なかには看護介入開
始までに6Gy~8Gy、�つまり3~4日程度の時間の
ずれがある者や、症状があっても看護介入が行わ
れなかったケースがあった。放射線照射は、食道
粘膜の基底層にある幹細胞に影響するため、幹細
胞が傷害されることによる上皮細胞の供給不足
が、粘膜症状として現れるまでに日数を要す。こ
の時間的ギャップが個人の発症時期のばらつきに
繋がり、自覚症状の気づきにくさになっていると
考えられる。また、平均年齢が70歳以上と高齢で
あることから認知機能的に症状を訴える事が出来
なかった者がいた可能性もある。井上ら（2011）
の調査では、看護基礎教育における放射線看護の
教育について、言葉の認知レベルとしての教育は
行われているが、その原理やしくみについての十
分な時間が確保されておらず、森島ら（2012）は、
卒後の放射線に対する基礎知識教育の不足を指摘
している。当施設においても、がん放射線療法看
護認定看護師が2017年に配属されるまで、放射
線看護教育の機会は少なかった。このことから看
護師の放射線の影響に関する知識不足が食道炎の
発生時期の予測につながらず、介入時期を遅らせ
た可能性はあると考える。引っ掛かり感や嚥下痛
は不快感だけでなく、食事摂取量の減少につなが
ると低栄養となり創傷治癒が遅れ、さらなる有害
事象の発生につながりかねない。肺に近接する臓
器として放射線照射の影響を受けるという解剖学
的知識と、粘膜症状発生までのメカニズムについ
て、看護師は理解しておく必要があり、それを患
者に対しても指導する立場であるといえる。肺が
んで放射線治療を受ける患者は高齢者が多く、治
療開始時の説明だけでは有害事象の自覚症状に気
づかない可能性があり、病棟看護師の積極的な介
入が望まれる。
　皮膚炎での看護介入時期は、有害事象出現から
看護介入開始までに、数日のずれがあった。皮膚
は表在部位であるため、食道炎と比較すると早期
発見しやすいと考えられるが、高齢者では、老人
性乾皮症による乾燥や掻痒感といった症状と皮膚
炎の早期症状との判断が困難であり、見逃してい

た可能性も考えられる。皮膚炎に対して行われた
看護は、軟膏や保湿剤の塗布であったが、その開
始時期は症状発生より遅れがあった。また、掻痒
感･乾燥を呈した症例であっても、軟膏処方もな
く経過観察のみで対応していたケースが4割あっ
た。齋藤ら（2015）によると、保湿剤塗布には、放
射線性皮膚炎の苦痛の軽減、進行の抑制効果が報
告されており、特にCCRTでは皮膚炎出現の可能
性が高いことに配慮し、予防的にも使用すること
が推奨されると考える。看護師は、放射線による
皮膚への影響を知り、個人の皮膚の状態に合わせ
た観察とアセスメントを行って、予防的なケアを
行う必要があると考える。しかしながら、放射線
性食道炎に対する明確なガイドラインがなく、放
射線性皮膚炎には十分なエビデンスに基づいた
ケア方法が確立されていないのが現状である。当
該施設においても統一したケアマニュアルがな
いため、担当する医師や看護師によって対応が異
なり、介入の遅れにつながった可能性も示唆され
る。統一したケアが実施されるよう施設独自のケ
アマニュアル作成が求められる。
　肺臓炎および骨髄抑制に対する看護介入は、今
回の調査では行われた記録がなかった。その対応
が薬物治療や放射線療法の中断など医師が行う
診療上の判断になることから、看護師が行うケア
としての認識が、記録する看護師になかったため
であると考えられる。�しかし、放射線治療後の
患者には、照射終了後約半年間は肺臓炎の発生を
疑い、発熱や呼吸器症状など、呼吸器の炎症所見
の観察は看護師が行うべきであり、骨髄抑制にお
いてもその症状を早期に発見して医師へ報告す
るといった看護介入が行われたこともあったは
ずである。治療内容を把握したうえで個々の患者
の有害事象発生リスクをアセスメントし、それに
基づく観察や報告を行ったことについても、看護
師自身が看護介入として認めることは必要であろ
う。また、肺臓炎は退院後に発生する可能性もあ
るため、患者へ自覚症状があった場合の対処を指
導し、外来看護師への情報提供によって継続的に
看護する視点も重要であると考える。看護師は、
放射線の物理的性質と人体への影響を学び、患者
の症状にいち早く気づける医療チームの一員とし
て、放射線治療を行う患者を支える役割を担って
いる。
　いずれの有害事象においても、臓器ごとに放射
線の影響が異なり、有害事象の発生時期はばらつ
き、多彩な症状を呈するという知識が、患者対応
を行う看護師に不足している可能性があり、特に
臨床経験が短い者ではアセスメント力不足が影響
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していることも考えられる。また、有害事象を発
見した看護師とケアを実施した看護師が同一人
物でない場合、情報の伝達不足などにより、連携
ができていなかった可能性も否めない。しかしな
がら、本研究では看護介入を行った看護師を区別
できる情報が得られず、既存の診療録や看護記録
からデータを収集したため、記録漏れなどによっ
て、行われた看護介入が過小評価されている可能
性がある。また、サンプル数の少なさから統計的
有意性が得られなかった可能性もある。今後、有
害事象の経時的変化に応じた効果的な看護介入を
検討するためには、統一した評価指標を用いた前
向き研究が必要であると考える。

Ⅴ．結論

　肺がんに対する放射線療法の有害事象の特徴
として、最も多いのは食道炎であり、皮膚炎は
CCRT群のほうがRT群より有意に高い発生割合
を示した。また、肺臓炎は退院後にも発生し、骨
髄抑制はCCRT群にのみみられた。食道炎や皮膚
炎では症状発生時期と看護介入時期にタイムラ
グが生じる可能性があり、いずれの場合において
も看護師は、放射線照射が近接臓器に与える影響
を知り、放射線治療計画に沿って有害事象を予測
し、抗がん剤の併用の有無などの情報を考慮して
症状に応じた看護ケアを行う必要がある。放射線
療法に伴う急性期有害事象は、退院後にも発症を
認めるため、放射線治療室、病棟、外来と切れ目
なく継続的な看護が必要である。

付記

　本研究は、第68回聖マリア医学会において発
表した調査研究を、論文化したものである。　
�
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Acute�Adverse�Events�of�Lung�Cancer�Radiation�Therapy�
and�Nursing�Care

Abstract

Purpose
　This�study�clarified�the�characteristics�of�adverse�events� for�each�organ�following�thoracic�radiation�
therapy�in�lung�cancer�patients.�In�addition,�nursing�interventions��performed�for�those�adverse�events�were�
considered.

Method
　Retrospective�data�on�adverse�events�that�occurred�within�six�months�of�initiation�were�collected�for�48�
inpatients�who�received�radiation�therapy�for�lung�cancer.�The�incidence�of�adverse�events�was�compared�
between�the�chemoradiation�and�the�radiation�therapy�group.�Then,�we�analyzed�the�difference�between�
the�time�when�the�adverse�event�occurred�and�the�time�when�the�care�was�started�by�the�nurse.

Result
　The�observed�adverse�events�were�dermatitis,�esophagitis,�pneumonitis,�and�myelosuppression.�The�
incidence�of�dermatitis�was�statistically�significantly�higher�� in�chemoradiation�therapy�than�in�radiation�
therapy.�Myelosuppression�occurred�only� in�the�chemoradiation�therapy�group.�There�were� individual�
differences�in�the�timing�of�adverse�events,�and�pneumonitis�occurred�after�a�period�of�radiation�therapy.�
Nursing�care�for�esophagitis�and�dermatitis�was�delayed�a�few�days�after�the�occurrence�of�the�adverse�
events.

Discussion
　It�was� suggested� that� the� lack�of�knowledge�of�nurses�about� radiation� therapy�may�delay�nursing�
intervention.�In�addition,�since�acute�adverse�events�occur�even�after�discharge,�nurses�should�share�patient�
information�with�members�of�the�medical�team�and�provide�continuous�nursing�care.
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抄録

目的 : 看護系大学生の看護学生の二次元レジリエ
ンスと特性的自己効力感の関係について調査しレ
ジリエンスの向上、効果的な指導教育のための基
礎資料を得る。
方法 : 看護系大学に在籍する 1~4 年生に、基本属
性、二次元レジリエンス要因尺度、特性的自己効
力感尺度からなる無記名式質問紙調査を行った。
研究参加の意思を示した 88 名から得たデータを
分析した。
結果 : 二次元レジリエンスは学年間で有意差は認
められなかった。全学年の二次元レジリエンスと
特性的自己効力感の相関係数は 0.5（p<.0001）で
正の相関を認めた。
考察 : 特性的自己効力感、二次元レジリエンスと
も先行研究と同様の結果を得ることはできなかっ
た。しかし、先行して取り組まれているレジリエ
ンス向上のための教育を参考に、対象者の特性を
考慮し調整して支援することができると考えられ
る。

I．はじめに

　看護基礎教育の場では、実習時間の削減や患者
の安全管理、倫理的制約のため看護実践能力の育
成が年々困難となっている。加えて、この 30 年
間で大学生の気質が情緒不安定で心配性になり
やすく、敏感で気を使う方向に変化してきてい

るとの報告がある（中村 , 2003; 中村ら , 2020）。
このような脆弱性を持つ青年期にある者の中で
も、特に看護学生は在学中に多くの学業上のス
トレスにさらされる（Pulido-Martos, et al., 2003; 
Magnussen, et al., 2003）。継続的なストレスは
学生の学業成績に悪影響を及ぼし（Al-Kandari & 
Vidal, 2007; Jimenez, et al.,2010）、中には精神的
な疲弊から休学や退学を余儀なくされる者もい
る。看護学生が多くの学習課題を達成していくに
は、レジリエンスが必要である。
　レジリエンスは逆境を克服し、前向きに適応し
て精神的な健康を維持する能力と説明されてい
る （Cope, et al., 2016; Reyes, et al., 2015）。看護
学生におけるレジリエンスについて、学生が課題
や逆境に直面した時に、希望や楽観性をもって立
ち向かうための準備を整える手段との意義が提
唱されている（Stephens, 2013）。近年は、レジリ
エンスは単なる特徴や特性ではなく , 発達過程で
あ る（Stephens, 2013; Reyes, 2015）と 捉 え ら れ
ており、教育によって高めることができるといわ
れている（Cleary et al., 2018; Hurley, et al., 2020; 
Thomas & Asselin, 2018）。国内の 3 年課程看護専
門学校の学生を対象としたレジリエンス調査では
高学年ほど得点が高いという結果が得られ（杉本
ら , 2018）、自己理解、問題解決思考の獲得が影響
したと考えられている。
　Hegney et al.（2014）は看護師を対象とした大
規模な多施設調査に基づいて理論と経験から導か
れた看護師のレジリエンスモデルを提案し、Rees 
et al. （2015）が The ICWR-1 model of individual 

乾 美由紀、 宮林郁子＊

聖マリア学院大学、 ＊清泉女学院大学

＜キーワード＞
レジリエンス、自己効力感、看護大学生

 聖マリア学院大学紀要 ,13, 31 ～ 38, 2022

看護大学生のレジリエンスと自己効力感との関連
【研究報告】

受理日：2022. 2. 7



32

psychological resilience.（図 1）を提案した。この
モデルには、レジリエンスの影響を介した心理
的適応と、心理的適応に関係を持つと予測され
る構成要素が含まれている。図 1 に示されるよう
に、神経症的傾向、マインドフルネス、自己効力
感、コーピングの 4 つの因子はレジリエンスに
影響し、神経症的傾向が 4 つの因子とレジリエ
ンスの関係、4 つの因子と心理的順応の関係への
調整効果があることが示唆されている。Rees et 
al.（2016）は、このモデルが看護学生にも適用で
きることを示し、神経症的傾向、マインドフルネ
ス、自己効力感がレジリエンスへの寄与度が高
かったと報告した。Li & Nishikawa（2012）はレ
ジリエンスと自己効力感に強い相関関係があるこ
とを報告した。自己効力感は、ある状況において
必要な行動を効果的に遂行できる可能性の認識で

（Bandura, 1977）、行動の変容を予測し、不適応な
情動反応や行動を変化させることが示唆されてい
る（坂野 , 1989; 坂野ら , 1986）。看護学領域の文
献によると、自己効力感は , パフォーマンス行動
や感情プロセスに影響を与える認知的変数であ
り、自己効力感の高い人は、自信、能力、忍耐力と
いった特徴を持っている（Robb, 2012） 。
　レジリエンスが高ければ、強いストレス状況に
晒され一時的に心理的不健康に陥ったとしてもそ
れを乗り越えることができ、自己効力感が高けれ
ば、ストレス状況において支援を求めるなどして
問題を解決しようと能動的に対処行動に出ること
ができる。Taylor & Reyes （2012）はレジリエンス
と自己効力感の高い看護学生は、粘り強く学修に
取り組むことができ、学業面における成功を収め
ることができることを示唆している。海外の看護
学生を対象とした研究では、レジリエンスと自己
効力感には強い相関関係があるという結果が示さ
れている。この結果を文化的背景の異なる日本の

看護学生に当てはめることが出来るのかどうか確
認が必要である。同様の結果を認めることができ
れば、先行して取り組まれているレジリエンス向
上に向けた教育を参考にすることができる。よっ
て、本研究では、看護学生のレジリエンス、自己
効力感を測定し学生の特性を知り、レジリエンス
向上のための教育的示唆を得ることを目的とす
る。

Ⅱ．目的

　看護学生のレジリエンスと自己効力感の学年ご
との相違、レジリエンスと自己効力感との相関関
係について調査し、レジリエンスの向上、効果的
な指導教育のための基礎資料を得ることである。
　
　
Ⅲ．研究方法

1. 研究デザイン
　横断的記述研究
　
2. 調査対象およびデータ収集方法
　対象者は S 看護大学に在籍する 1~4 年生のうち
アンケート調査に任意で参加した学生 88 名（1 年
生 20 名、2 年生 22 名、3 年生 22 名、4 年生 24 名）
である。Microsoft Forms で作成した無記名式質
問紙を、前期単位認定試験終了後の 2021 年 9 月 3
日に配信し、回答の受付期間は 1 週間とした。
　
3. 調査内容
　質問紙は、基本属性、レジリエンス尺度、自己
効力感尺度で構成した。
1）基本属性 : ①年齢 ②性別 ③学年
2）レジリエンス
　 海 外 研 究 に お い て は The Connor-Davidson 
Resilience Scale; CD-RISC（Davidson & Conner, 
2003） が多く使用されているが、日本の文化的背
景に馴染まない質問が含まれていることから、日
本人研究者が作成した二次元レジリエンス要因
尺度（平野 , 2010） を使用した。二次元レジリエ
ンス要因尺度は、持って生まれた気質と関連の強
い「資質的レジリエンス要因」と後天的に身につ
けやすい「獲得的レジリエンス要因」に分けて個
人のレジリエンスを捉えることができる尺度であ
り、信頼性と妥当性が認められている（α係数は
尺度全体で .90、資質的レジリエンス要因で .83、
獲得的レジリエンス要因で .72）。「資質的レジリ

図１.  The ICWR-1 model of individual psychological 
　　 resilience.
出典：Rees（2015）Understanding individual resilience 

in the workplace
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エンス要因」は「楽観性」「統御力」「社交性」「行動
力」の 4 因子、「獲得的レジリエンス要因」は「問
題解決思考」「自己理解」「他者心理の理解」の 3 因
子からなり、21 項目の質問によって構成される。
平野（2010）によると、「全くあてはまらない（1
点）」から「よくあてはまる（5 点）」の 5 件法で、
各項目の合計を尺度全体・下位尺度の得点とする。
得点が高いほどレジリエンスの程度が高いと推測
される。
3）自己効力感
　自己効力感は、特性的自己効力感尺度（成田 , 
1995） を用いて測定した。この尺度は、Sherer et 
al., （1982）の SE 尺 度（Generalized Self-Efficacy 
Scale）を成田らが翻訳し作成したものである。特
性的自己効力感尺度 23 項目全体の構造は一次元
的であり、信頼性、妥当性が認められている（α
係数は.88）。「全くあてはまらない（1点）」から「よ
くあてはまる（5 点）」の 5 件法で、23 項目の質問
によって構成される。得点が高いほど自己効力感
の程度が高くなると推測される。特性的自己効力
感尺度は、日常場面における行動に影響する自己
効力感で、過去の失敗と成功の経験から形成され
るパーソナリティのように個人差を持つ。特性的
自己効力感の高低が個人の行動全般に渡って影響
する。

4. 分析方法
　返信された回答について、尺度開発者の指示に
従い得点化し、学年ごとに二次元レジリエンス要
因とその下位尺度である資質的レジリエンス要
因、獲得的レジリエンス要因、および特性的自己
効力感について平均値を算出した。後天的に獲得
されやすいとされる獲得的レジリエンス要因の学
年平均値の差の有意性を確認するために Tukey-
Kramer 多重範囲検定を行った。資質的レジリエ
ンス要因、特性的自己効力感は、持って生まれた
資質による影響が強いため、平均の差については
分析を行わなかった。Tukey-Kramer 多重範囲検
定を用いたのは各学年で人数が異なるためであ
る。レジリエンス、自己効力感、学年の関係を検
討するために、学年ごとの Pearson の相関係数を

算出した。統計解析は JMP® Pro Ver.6 を用い、有
意水準 5% 未満とした。

Ⅳ．倫理的配慮

　対象者には、office mail 文書で研究目的・方法・
倫理的配慮について説明を行い、Forms によるア
ンケートを依頼した。研究への参加は任意のもの
であり、参加者の諾否により対象者には全く不利
益が生じないこと、学業成績には一切関係がない
こと、Forms は名前を記入しない設定になってお
り個人を特定することはできないことを保証した。
また、研究成果は個人が特定されない形で学会発
表、学会誌への投稿などで公表することについて
説明した。なお、本研究は聖マリア学院大学倫理
審査委員会の承認を受け（R03-005）実施した。

Ⅴ．結果

　看護大学生 442 名に質問紙を配信し、92 名から
回答を得た（回収率 20.8%）。このうち欠損がない
88 名を分析対象とした（有効回答率 95.7%）。
1. 対象者の概要
　対象者 88 名のうち、学年ごとの対象者数は 1 年
生 20 名（男子学生 0 名）、2 年生 22 名（男子学生 1
名）、3 年生 22 名（男子学生 2 名）、4 年生 24 名（男
子学生 0 名）であった。平均年齢は1 年生 18.5 歳、2
年生 19.1 歳、3 年生 20.5 歳、4 年生 21.8 歳であった。

2. 二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の
　学年別平均値
　学年ごとの二次元レジリエンス要因とその下
位尺度である資質的レジリエンス要因、獲得的レ
ジリエンス要因、特性的自己効力感の平均値を
表 1 に示す。二次元レジリエンス要因の平均値を
学年別にみると高い順に 3 年生 81.2（SD8.8）、4
年 生 79.4（SD8.9）、1 年 生 78.4（SD9.2）、2 年 生
75.9（SD10.4）の順だが、後天的に身に付けやす
い獲得的レジリエンスについてみると、高い順に

1 年生 (n=20)  2 年生 (n=22) 3 年生 (n=22) 4 年生 (n=24)
mean SD  mean  SD  mean  SD  mean  SD

二次元レジリエンス要因 78.4 9.2 75.9 10.4 81.2   8.8 79.4 8.9
　資質的レジリエンス要因 44.1 6.9 46.5   6.7 46.5   5.4 44.6 6.2
　獲得的レジリエンス要因 34.3 3.8 34.7   6.7 34.7   5.1 34.8 4.0        
特性的自己効力感 68.6 6.9 67.3   9.3 69.4 10.2 68.8 6.7

表１.  二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の学年別平均値
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4 年生 34.8（SD4.0）、3 年生 34.7（SD5.1）、同点で
2 年生 34.7（SD6.7）、1 年生 34.3（SD3.8）であっ
た。資質的レジリエンス要因は学年別に 4 年生
44.6（SD6.2）、3 年 生 46.5（SD5.4） 、2 年 生 46.5

（SD6.7）1 年生 44.1（SD6.9）であった。特性的自
己効力感は学年別に 4 年生 68.8（SD6.7）、3 年生
69.4（SD10.2）、2 年 生 67.3（SD9.3）、1 年 生 68.6

（SD6.9）であった（表 1）。
　Tukey-Kramer 多重範囲検定法で獲得的レジリ
エンス要因の学年別平均値に有意差があるかどう
かを確認したが、各学年のすべての組み合わせで
平均値の差には有意差を認めることはできなかっ
た（表 2）。

3. 二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の
　学年別相関関係
　二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の
相関係数（表 3）は全学年では 0.5（p<0.001）とな
り、弱い正の相関が認められた。学年別では、2 年
生で 0.6（p=.003）、3 年生で 0.6（p=.0018）と正の
相関を認めたが、1 年生と 4 年生では有意性を確
認できなかった。資質的レジリエンス要因と特性
的自己効力感は全学年では 0.4（p<0.001）であり
弱い正の相関を認めることができた。学年別では
2 年生で 0.6（p=.003）と正の相関を認めることが
できたが、他の学年では有意性を認めることがで
きなかった。獲得的レジリエンス要因と特性的自

己効力感では全学年で 0.4（p=.0002）と弱い正の
相関が認められた。しかし、学年別では 3 年生に
0.6（p=.0020）の正の相関が認められたが、他の
学年では有意性を認めることができなかった（表 3）。

Ⅵ．考察

1. 二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の
　学年における違い
　国内の先行研究では、本研究と同じく二次元レ
ジリエンス要因尺度を用いた 3 年制看護専門学校
の学生を対象とした研究（杉本ら , 2018）、尺度は
異なるがレジリエンスを学年別に比較した調査

（齋藤 , 2011） がある。いずれも低学年で低く、最
高学年で高かったという結果であった。高学年の
レジリエンスの高さについて実習を経験したこ
とが影響しているのではないかと考えられてい
る（杉本ら , 2018）。しかし、本調査では、国内外
の先行研究と同様の結果を得ることができなかっ
た。後天的に身に付けやすいとされる獲得的レジ
リエンス要因は、先行研究では最高学年が最も高
いとの結果であり、これは、獲得的レジリエンス
要因に含まれる問題を積極的に解決しようとす
る「問題解決志向」、自分の特徴を理解したうえで
行動する「自己理解」、他者の心の動きを理解する

「他者心理の理解」を看護の学修過程で身に付け
たのではないかと考えられる。しかし本調査にお
いては、獲得的レジリエンス要因の学年差に有意
差を認めることができなかった。小塩（2014）は
学修経験を通じて多様な知識を身に付けることが
レジリエンスを促進させる行為になると述べてお
り、学年進行において経験する課題や出来事を介
して上昇していく可能性がある（上野ら , 2018）。
レジリエンスを高めるためには獲得的レジリエン
ス要因の観点からの介入が有用であると考える。
　特性的自己効力感尺度は、その場、その時に応
じて変化する状態としての自己効力感を測定し
ているものではなく、パーソナリティ特性のよう
に、比較的安定的な個人差としての自己効力感
を測定しており、その集団の特徴を示している。
成田（1995）が年齢別・性別に行った調査では、
18~24 歳女性の平均得点は 76.4（SD10.6）であっ
たが、本調査では 4 年生 68.8（SD6.7）、3 年生 69.4

（SD10.2）、2 年生 67.3（SD9.3）、1 年生 68.6（6.9）
であり、いずれの学年も低かった。三宅（2000）
は大学 3 年生を対象とした調査で、特性的自己効
力感が高い群では内的で統制可能な要因への帰属
が強く、積極的対処行動をとる傾向が強く、ネガ

表2. 獲得的レジリエンス要因の学年別比較
学年 －学年 差 差の標準誤差 p 値
4 年生 ２年生 1.5 1.3 0.6596
３年生 ２年生 1.4 1.3 0.7238
１年生 ２年生 1 1.4 0.8793
４年生 １年生 0.5 1.4 0.9835
３年生 １年生 0.4 1.4 0.9926
４年生 ３年生 0.1 1.3 0.9998

***P<.0001  **P<001  *P<.005
Tukey-Kramer 多重範囲検定法

学年 二次元レジリ
エンス要因

資質的レジリ
エンス要因

獲得的レジリ
エンス要因

全学年 (n=88) 0.5*** 0.4*** 0.4**
１年生 (n=20) 0.3 0.2 0.2
２年生 (n=22) 0.6* 0.6* 0.4
３年生 (n=22) 0.6* 0.4 0.6*
４年生 (n=24) 0.3 0.5 0.4

***P<.0001　**P<001　*P<.005
Pearson の相関係数

表3. 二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感
　　の相関
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ティブなフィードバックを受けた後でも状況に適
応して処理できるという期待が薄れなかったが、
特性的自己効力感が低い群では、自己保護的な傾
向を持ち、外的な要因により強く帰属する傾向が
見られ消極的対処行動をとる傾向が強いことを報
告している。このことから、本調査対象者は外的
要因に帰属し、積極的対処行動をとらない可能性
があり、ネガティブなフィードバックをする際に
は、努力してもどうにもならないという絶望感を
抱かないよう注意を払い、能動的、積極的に課題
へ取り組めるよう支援する必要があることが示唆
された。

2. 二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感の
　相関関係
　レジリエンスは単なる特徴や特性ではなく , 発
達過程である（Reyes et al., 2015）ことから、国内
外の先行研究と同様に、高学年ほどレジリエンス
が高く（杉本ら 2018; 齋藤 , 2011）レジリエンス
と自己効力感には強い正の相関が認められる（Li 
& Nishikawa, 2012）と予想していた。本調査にお
いては、全学年では二次元レジリエンス要因と特
性的自己効力感の相関係数は 0.5（p<.0001）で正
の相関が認められ、資質的レジリエンス要因と特
性的自己効力感では 0.4（p<.0001）と正の相関、
獲得的レジリエンス要因と特性的自己効力感では
0.4（p=.0002）と弱い正の相関が認められた。し
かし、学年別にみると一部にしか相関関係を認め
ることができなかった。今回の調査は標本数が全
学生の 19.9% と少なく、この結果が全学生の傾向
を反映していると考えることはできないが、先行
して取り組まれているレジリエンス向上に向けた
教育を参考にしながら、対象者の特性を考慮し調
整して支援することは可能であると考える。
　レジリエンスに影響する要因を探る研究によ
り正の相関関係にある要因 , 負の相関関係にある
要因が明らかにされており（Krautscheid, et al., 
2020; McDermott, et al., 2020; Ríos‐Risquez, et 
al., 2018; Sam & Lee, 2020; Smith & Yang, 2017; 
Van Hoek, et al., 2019）, 正 の 要 因・負 の 要 因 に
対してアプローチする教育が試みられている

（Onan, et al., 2019; Liang, et al., 2019; Chow, et 
al., 2020; Hurley, et al., 2020）。つまり、レジリエ
ンスと正の相関関係にある要因である自己効力
感、マインドフルネス、ウェルビーイングを強化
することによってレジリエンスを高め、負の相
関関係にある要因であるストレス、抑うつ、共感
疲労、バーンアウトをコントロールする方法を身
に付けることによってレジリエンスを高めよう

とするものである。負の要因に働きかける教育を
Onan et al. （2019）、 Hurley et al. （2020）が、正の
要因・負の要因の双方に働きかける教育を Liang 
et al. （2019）、Chow et al. （2020）が試みた。その
結果、介入によって自分自身を肯定的に捉え , 社
会資源に円滑に到達できた（Onan, et al., 2019）、
ストレス対処 , 帰属意識 , ポジティブ思考を育成
することができた（Liang, et al., 2019）、課題に
向けた認知的 , 行動的な準備ができた（Chow, et 
al., 2020）との報告がなされている。課題を抱え
る個々の学生に対して、教員や実習指導者などの
学生サポート部門がネガティブ思考をポジティブ
思考に変換させ自分自身を肯定的に捉えられるよ
う、個別に関わっていくことが必要であると考え
られる。Reyes et al. （2015）は、レジリエンスは
苦難に耐え、支援システムにアクセスするための
戦略であると述べている。レジリエンスに影響す
る自己効力感の特性を考慮し、学生サポート部門
に支援を求める手段を身に付けることができるよ
うにしていく必要性が示唆された。

Ⅶ．研究の限界

　本調査は 1 大学のデータであり、かつ、回答率
が低いため一般化することはできない。また、学
年間の横断的調査であり、各学年のレジリエンス
および自己効力感の変化は捉えられない。

Ⅷ．結論

・二次元レジリエンス要因と特性的自己効力感に
は正の相関が認められた。
・後天的に獲得しうるとされる獲得的レジリエン
スには学年差を認めることができなかった。

利益相反

　開示すべき利益相反はありません。
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Relationship between resilience and self-efficacy in 
undergraduate nursing students

Abstract

Objective: We analyzed the relationship between student resilience and self-efficacy during each year of a 
four-year nursing college. 

Methods: An anonymous questionnaire survey, consisting of basic attribute questions, the Bidimensional 
Resilience Scale, and General Self-efficacy Scale, was conducted involving students in their first to fourth 
years at a nursing college. Data from 88 students who consented to participate in the study were analyzed. 

Results: There were no significant differences in resilience among each of the school years. The correlation 
coefficient between resilience and self-efficacy for all school years was 0.5 (p<0.0001), revealing a positive 
correlation. 

Discussion: Our results differed from previous studies, but our findings may be usefully employed to 
support students’ educational goals, after making adjustments based on the students’ characteristics when 
referring to previous educational approaches, in order to augment their resilience.
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抄録

　目的は、祖父母が孫からライフストーリー・イ
ンタビューを受けたことによる影響を明らかにす
ることである。方法は、老年看護学概論の中で祖
父母を対象にライフストーリー・インタビューを
課し、実施後の祖父母の感想について聴取。その
感想を分析・公開することに同意された 47 名の
感想を質的帰納的手法で共同研究者と分析した。
結果、感想の記述総数 134 から、4 カテゴリー【人
生の回想や想起の喜びと将来への展望】、【孫と共
有できた喜び】、【語りへの困難感】、【孫に貢献で
きた喜びと期待】を抽出した。孫の傾聴する姿勢
や孫との信頼関係に基づいた語りは、過去の失敗
や後悔などの出来事の意味付けや肯定的に捉える
ことを通して自尊感情の高まりにも作用してい
た。また、世代と世代をつなぐ機会にもなってい
た。さらに、孫に語る照れと共に、孫の役に立っ
ているという認識は、老年期の心理的発達課題と
しての「統合」へも寄与したことが示唆された。

I．はじめに

　 我 が 国 の 高 齢 者 人 口 は、3640 万 人、総 人 口
に占める割合は 29.1% となり、人生 100 年時代
を生きる高齢者は増加傾向にある（総務省統計
局 ,2021）。最期までその人らしく、より良い生活
が送れるように高齢者の生活の質（QOL）を高め
る支援は重要である（健康長寿ネット ,2021）。

　Erikson & Erikson（1997/2001,pp.163-169）は、
老年期の発達段階について、第8段階「統合」対「絶
望」（integrity vs despair）とし、良く生きたとし
て自分の人生を受け入れられるかどうかが、その
人が経験する嫌悪や絶望の程度を決定する。さら
に、80 歳代後半からは、第 9 段階「老年的超越性」

（gerotranscendence）とし、「老人にとって素晴ら
しい体験の一つは、孫たちとの飾り気のない会話
である」と孫との触れ合いの時間の大切さを述べ
ている。
　しかし、我が国の世帯構成をみると 65 歳以
上の高齢者のいる世帯のうち「3 世代世帯」は約
10%（平成 30 年国民生活基礎調査）であり、日常
生活において、祖父母と孫の対話の機会は少ない
ことが推察される。
　やまだ（2008）は、ライフストーリーの意義に
ついて、人々は、日々の出来事を経験として組織
し、ライフ（人生、生活、いのち、生き方）を意味
づける行為をしながら生きている。とりわけ、老
年期では人生に新しい意味を生成する上で、ライ
フストーリーを語ることは大きな意義をもつと述
べている。
　看護基礎教育の中では、対象理解を目的とし
てライフヒストリー・インタビューやライフス
トーリー・インタビューを取り入れた報告は散見
される（吉原 ,2021; 尾崎 ,2016; 小木曽 ,2010; 寺
門 ,2002; 小泉 ,2000）。ライフストーリーは、ライ
フヒストリーのうちの他者に対して語られる部分
である。ライフヒストリーが、人生の歴史的事実
を表そうとしているのに対し、ライフストーリー

中村和代、 白井ひろ子＊、綱脇慎治

聖マリア学院大学、 ＊福岡女学院看護大学
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は、生きられた人生の経験的事実を表そうとして
いる（やまだ ,2004a）。高齢者が人生を語る方法と
しては、ライフストーリーのほかに、回想法、ラ
イフレビュー、ライフヒストリー等（亀崎 ,2010）
が活用されているが、今回は、個人のライフ（人
生、生涯、生活、生き方）についての口述の物語（桜
井 ,2018）としてライフストーリーを採用した。老
年看護学概論において自分の祖父母へのライフス
トーリー・インタビューを通した学生の学びの成
果については、別稿（中村 ,2018）で報告した。先
行研究を含め学生の学びの成果に着目した報告
は散見されるが、インタビューを受けた対象者に
着目した報告は見当たらない。ライフストーリー
は、語り手と聞き手の相互行為によって産出され
る（桜井 ,2012）ことから、今回は、ライフストー
リー・インタビューが祖父母にどのような影響を
及ぼしたのか、どのような意味をもたらしたのか
について考察することを目的とし、今後の老年看
護学の教育や高齢者看護への示唆を得たいと考え
た。

Ⅱ．方法

1. 対象
　A 大学看護学部看護学科 1 年生 107 人のうち、
インタビュー対象者が祖父母であり、かつインタ
ビューを受けた感想について公表することに同意
された 47 人を対象とした。

2. 調査方法と調査内容
　2016 年度の老年看護学概論の演習課題として

「祖父母または高齢者へのインタビュー」を課し
た。インタビュー内容は、「幼少期 ~ 学童期、青年
期 ~ 成人期の主な出来事や思い出、健康状態につ
いて」とし、冬期休暇中の任意の日時に対象者の
体調など考慮し、無理の無い時間内で同意が得ら
れた範囲で傾聴する事とした。インタビュー後の
対象者に「インタビューを受けた後の今の気持ち」
について聴取し、聴取した感想を学生が記述し、
閲覧制限をしている学内の e-learning system 内の
指定のフォルダに期日までに提出とした。
　学生の学修進度としては、「コミュニケーショ
ン」に関する基礎知識の学修と演習が済んでお
り、当科目の中では、ライフストーリーの意義（桜
井 ,2009）、概要、活用事例（正木 ,2011）について
学修後、学生同士で傾聴することを意識したイン
タビュー演習を教室内で実施した後に当課題に取
り組んだ。

3. 分析方法
　提出されたライフストーリー・インタビュー後
の祖父母の感想について、内容を損なわないよ
うに注意しながらコード化した。さらに、類似の
コードを分類・整理し質的帰納的手法を用いて共
同研究者と共にカテゴリー化し信頼性・妥当性を
担保した。データ分析にあたっては匿名化し、個
人が推測されないよう配慮した。

4. 倫理的配慮
　学生には課題提示時に、ライフストーリー・イ
ンタビュー後の対象者の感想について個人が推測
できないように匿名化して分析し、結果を公表す
る可能性と拒否の自由、および拒否の場合も成績
には無関係である事について口頭で説明した。拒
否の場合は学内メール、出席シートまたは口頭で
その旨を筆者に伝えるよう説明した。聖マリア学
院大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した

（H28-013）。

5. 用語の定義
　ライフストーリー : 個人のライフ（人生、生涯、
生活、生き方）について、その個人が語る物語（桜
井 ,2018; 亀崎 ,2010）

Ⅲ．結果

　インタビューを受けた感想を分析することに
祖父母からの同意があった 47 人についての内訳
は、祖母 36 人（77%）、祖父 11 人（23%）、年代は
60 歳 代 9 人（19%）、70 歳 代 26 人（55%）、 80 歳
代 12 人（26%）。家族形態は、祖父母と同居 6 人

（12.7%）、別 居 33 人（70%）、無 回 答 8 人（17%）
であった（表 1）。

人数 (%)
続柄

祖母 36(77)
祖父 11(23)

年代
60 歳代   9(19)
70 歳代 26(55)
80 歳代 12(26)

家族形態
同居   6(13)
別居 33(70)

無回答   8(17)

表１.  対象者の背景 N=47
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　インタビューを受けた祖父母の感想の記述総数
は 134 であった。記述内容について分析した結果
4 つのカテゴリーと 9 つのサブカテゴリーを抽出
し、各カテゴリーの具体的記述内容を一部抜粋し
表 2 に示した。
　4 カテゴリーは【人生の回想や想起の喜びと将
来への展望】が 70 記述、【孫と共有できた喜び】が
35 記述、【語りへの困難感】が 23 記述、【孫に貢献
できた喜びと期待】が 9 記述であった。各々のサ
ブカテゴリーを〈　〉コードの例を《　》で示す。                     

1.【人生の回想や想起の喜びと将来への展望】
　3 つのサブカテゴリーからなり、最も多かった

〈人生の回顧と想起の喜び〉では、《普段、あまり
考えないような昔の思い出を久しぶりに思い出せ
て楽しかった》など、昔を懐かしむ記述があった。
次いで、〈人生を振り返る機会への感謝〉では、《自
分の人生の節目を思い出すことが出来て良かっ
た》など、語る機会を得た事への感謝の記述が多
かった。また、〈今後への展望〉についての記述は、
少数であったが《やりたいことを積極的にやって
いきたい》など、回想をきっかけに今後への生き
方を考える機会にもなっていた。

2. 【孫と共有できた喜び】
　2 つのサブカテゴリーからなり〈共有できたこ
との喜び〉では、《普段、話さないことを聞かれて
うれしかった》《皆で懐かしいといった気持ちを
共有できて嬉しかった》など、自分の人生に耳を
傾けてくれた喜びや楽しい時間が共有できた喜び
の記述などがあった。次に、〈孫に話せたことの
満足感〉では、《たくさん話すことができて良かっ
た》《このインタビューを通して語れてよかった》
など、孫に語れたことの満足感の記述があった。

3. 【語りへの困難感】
　2 つのサブカテゴリーからなり、〈語ることへの
照れや戸惑い〉では、《孫に自分の人生のことを話
すのは、少し照れくさかった》など、照れや恥ず
かしさについての記述があった。次に〈順序立て
て語る事の困難感〉では、《生涯を順序立てて話す
のは難しかった》など、過去を整理して語る事の
とまどいなどの記述があった。

4. 【孫に貢献できた喜びと期待】
　少数ずつであったが、2 つのサブカテゴリーか
らなっていた。〈孫の役に立つ喜び〉では、《孫が
看護師になる為に力になれてよかった》など、孫

カテゴリー 
/ 記述数

サブカテゴリー 
/コード数 主な記述例

人生の回
想や想起
の喜びと将
来への展
望 /70

人生の回顧と 
想起の喜び /41

久々、こんな話をして懐かしくなった。昔のことを思い出して懐かしい。 
小さいころを思いすことで楽しい思い出や故郷の風景を感じることが出来ました。 
聞かれないと思い出さないようなことばかり。インタビューを受けて思い出した。 
子供の時の思い出を走馬燈のように思い出した。自分の小さいときの話が出来て懐かしさを思い出せた。

人生をを振り返
る機会への感謝
/27

思い出が思い返されて楽しかった。自分の人生の節目を思い出すことが出来て良かった。 
普段だとあまり考えないような昔の思い出を久しぶりに思い出せて楽しかった。 
若いころに戻った気分だった。変なこともあったけど今思えばいろんな出来事があってよかったと思えている。 
自分のことを振り返ることができ感謝。昔と今を比べることがあまりないので今回は、良い機会だった。 
昔を思い出すことで、今の時代が昔とは打って変わっていて、とっても進歩していること改めて気づきました。

今後への展望 /2 長生きしたいと思います。残りの人生、やりたいことを積極的にやっていきたいと思います。

孫と共有で
きた喜び
/35

共有できたこと
の喜び /25

久しぶりの昔話で、私自身とても楽しい時間を過ごすことができました。楽しく質問に答えることがで
きました。 
思い出して話すことができて楽しかった。今回の課題で知ってもらうことができ、大変良かった。 
自分の今の悩みやこれまでの苦労葛藤を親身に聞いてもらえてうれしかった。自分の人生を聞いてく
れて嬉しい。 
自分の思い出や人生を聞いてもらうことはあまりなかったのでいい経験になりました。 
共有することで笑い話にすることもできてとても楽しかった。皆で懐かしいといった気持ちを共有でき
て嬉しかった。

孫に話せたこと
の満足感 /10

孫に最近話す機会がなかったから、今回たくさん話すことができてよかった｡ 
思っていたより昔のことを覚えていて少し驚いた。

語りへの 
困難感
/23

語ることへの照
れや戸惑い /17

過去を話す機会がない、かなり前のことなので、思い出すのはなかなか難しい。 
こんなこと聞かれて振り返るのは初めてだった。 
孫に自分の人生のことを話すのは恥ずかしかった。少し照れくさかった。

順序立てて語る
事の困難感 /6

過去の話を聞かれることが少なかったから、上手に受け答えができませんでした。 
生涯を順序立てて話すのは難しかった。自分の昔話など滅多にする機会は無いので忘れてしまったことが多
かった。

孫へ貢献
できた喜び
と期待 /9

孫の役に立つ
喜び /5

私の人生が孫の頑張りになれたらと思い。孫の役に立てて嬉しかった。孫が看護師になる為に力に
なれてよかった。 
授業に役立ててほしい。

孫への期待 /4 子供達には、家族仲良く健康でいてほしい。孫に多くの話をすることが出来てよかった。 
若いうちになんでもやっておくべきだと思う。やさしい看護師さんになってほしい。

表2. ライフストーリーインタビューを受けた祖父母の感想　（記述総数134, 対象者47人）
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に貢献できた喜びの記述があった。また、〈孫への
期待〉では《やさしい看護師さんになってほしい》
など孫に対する将来への期待の記述があった。

Ⅳ．考察

　やまだ（2008）は、老年期にライフストーリー
を語ることの意味は深く、世代を超えて人生の経
験を伝えていく世代間コミュニケーションのむす
び目を生み出していく「人生の仕事」になるだろ
うと述べている。今回、孫にライフストーリーを
語った感想からも、双方にとって貴重なコミュニ
ケーションの機会になったことが窺えた。結果と
して抽出した 4 カテゴリーについて祖父母にどの
ような影響を及ぼしていたのか考察する。

1. 人生の回想や想起の喜びと将来への展望
　桜井（2018）は、人生を物語ることは過去の経
験を統合して再組織化することで、個々の記憶の
断片を集めトラウマ的経験も包括的なライフス
トーリーへと統合される。そこに治癒の機会があ
ると述べている。
　感想には、《変なこともあったけど、今思えばい
ろんな出来事があって良かったと思えている》《自
分のことを振り返ることができ感謝》などがあり、
ライフストーリー・インタビューに協力し、幼少
期からの出来事を順序立てて語っていく過程で、
出来事の意味付けの作業や経験の統合・再組織化
などがなされていたことが推察できる。やまだ

（2008）は、個々の出来事や要素は同じでも、それ
をどのように関連付け、組織立て、筋立て、編集
するかによって人生の意味は大きく変化すると考
えられる。過去にどのようなことがあったかとい
う事実よりも、語り直しプロセス自体が、生きる
力を生み出し、人生の意味をポジティブに変える
力をもつと述べている。
　また、《長生きしたいと思う》《残りの人生、や
りたいことを積極的にやっていきたい》などの感
想からは、ライフストーリーを語る効果は、カタ
ルシスとしての治療効果だけではなく、未来へ向
けて語り手が歩む指針をも提供する（桜井 ,2009）
効果が窺えた。
　祖父母と孫の両者の信頼関係が形成されている
中でのライフストーリー・インタビューは、聴き
手が過去の評価を促す質問などを意図的に行わな
くても高齢者の統合性を促進することに有効であ
ることを示唆（矢吹 ,2018）している。今回のライ
フストーリー・インタビューは、祖父母の老年期

の心理的発達としての「統合」への一助になった
可能性が考えられる。

2. 孫と共有できた喜び
　Erikson & Erikson（1997/2001, 前書き）は、老
年期の「統合」は、天上の星のような抽象的で高
徳な目標というものではなく、日常生活の中にあ
る世界との触れ合い、ものとの触れ合い、他者と
の触れ合いを促進する機能を持っていると記して
いる。インタビュー後の感想には、《辛かった思
い出もあったけれど、話して共有することで笑い
話にすることもできて、とても楽しかった》等が
あった。また、やまだ（2008）は、「ライフストー
リーは、語り手と聞き手の共同行為である。話し
手の老人は自分の経験を尊重して聞いてもらえる
と、自尊感情が高められる。聞き手は、人生の先
輩である老人から学ぶことができる」と述べてい
る。インタビュー中の孫との相互作用の中で、辛
い経験を笑い話にまで転換できたことは、出来事
を肯定的に捉え、自尊感情の高まりにも作用した
ことが窺えた。また、人生の物語を語ることは現
世代から、次の世代や未来世代へのコミュニケー
ションとして、世代と世代、時代と時代をつなぐ
働きを担うからこそ重要（やまだ ,2004b）である。
信頼関係が構築されている孫からの傾聴は、自ら
が親から受け継いだ生き方と、自分の生き方を孫
に伝承できる機会にもなり得たことが喜びとして
表出されたのではないかと考える。

3. 語りへの困難感
　学生には、ライフストーリー・インタビュー時
の留意点として、祖父母への事前の説明や時間調
整、体調への配慮、話したくない事は深追いしな
い事などについて紙面で説明を行った。孫と祖父
母という信頼関係を基にしていることからプライ
バシーを侵すリスクやトラウマ経験などの想起や
追体験のリスクなどを回避した。記述された感想
には、《想起することの困難さ》や《順序立てて、
うまく話せないことの困難感》などが記述されて
おり、普段から生活史について想起したり、家族
にも語る機会がほとんどない様子が窺えた。
　今回は、冬季休暇中を利用した 1 回のみのイ
ンタビュー演習であったことから語ることへの
準備状態が整っていなかったことも推測される。
Erikson & Erikson（1997/2001,p.82）は、「現代の
核家族化により家族生活の連続性が断ち切られ、
本当の意味で生きていることに必要な最低限の生
きた関与（vital involvement）が老年期に失われて
しまっている」と記し、孫と触れ合う時間の貴重
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さを述べている。日常生活の中でも意図的にライ
フストーリーが語られるようなコミュニケーショ
ンの場を設けてもらうことができれば、回想や語
りへの戸惑いなども軽減するのではないかと考え
る。

4. 孫に貢献できた喜びと期待
　一人の人格をケアするとは、最も深い意味
で、その人が成長する事、自己実現することを
助 け る こ と で あ る（Milton Mayeroff,2014）。イ
ンタビューを受けた後の《私の人生が孫の頑張
りになれたら》《孫の役に立てて嬉しかった》な
どの感想から、孫との信頼関係の中で「その成
長のために自分を必要としている、と感じとる
体験」となった事が窺えた。孫の役に立っている
という認識は、自身の衰退を感じる中でも次の
世代へ貢献できた喜びの体験となり老年的超越

（gerotranscendence）に向かう（北川 ,2021）一助
にもなったのではないかと考える。
　おわりに、インタビューを受けた後の祖父母
の感想より、今回のライフストーリー・インタ
ビューは、学生と祖父母の双方に有益な影響を及
ぼしたことが窺え、有意義な演習であったと考え
る。しかし、2020 年以降、新型コロナウイルス感
染症（COVID-19）予防対策から、学生も生活行動
を自粛し別居中の祖父母との交流の機会は、減少
している状況かと推測する。COVID-19 禍におい
てこそ、ライフストーリーアプローチは、高齢者
が人生の中での課題を通して発展させてきた心理
社会的強みに着目し、適応を促進させるのに効果
的である（Majse Lind, 2020）。対面での対話が困
難な COVID-19 禍においても、電話やビデオ通話
などの通信機器を活用して継続的に祖父母との対
話の機会を設け交流を図ることは可能と考える。
　このような代替手段を用いた交流の体験は、学
生が将来、臨床現場において患者と家族の支援を
行う際の一助となる可能性もある。ライフストー
リー・インタビューが祖父母に及ぼす効果を意識
しながら、高齢者看護実践の場において、ケア /
ケアリングの一環として活用できるよう支援して
いきたいと考える。限界として、1 年次の 1 回のラ
イフストーリー・インタビューの結果であること、
インタビューを受けた感想は、孫の学生が聴取し
記述した内容であること、および、公表すること
の許可を頂いた人のみの結果であることがあげら
れる。

Ⅴ．結論

　看護学生である孫からライフストーリー・イン
タビューを受けた 47 名の祖父母の感想から、ラ
イフストーリー・インタビューによる祖父母への
影響として、以下のことが示唆された。
1. 人生を回想することに喜びと感謝を感じ、それ

は、生きる希望にも繋がっていた。
2. 想起した人生を孫に語る喜びと、それを共有で

きた時間にも満足感を得ていた。
3. 語ることへの照れや恥ずかしさ、順序立てて語

れない困難さを感じていた。
4. 自分の人生を語ることが、孫の学修や将来へも

繋がる期待や喜びを感じていた。
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抄録

　聖マリア学院大学国際看護コースのフィールド
スタディは、コロナ禍により多大な影響を受け、
2021 年度はオンラインに変更して実施した。現
地への渡航ができない中での人々の生活、文化・
慣習、健康問題を学修し、看護として実践可能な
活動を考えるために、現地（ラオス）、東京（本部）
と本学をオンラインで結び、事前協議を重ねて準
備を行った。
　オンラインフィールドスタディの実際は、学内
学修 4 日間、東京とラオスを結んでの事前・事後
学修 2 日間、現地ラオスと結んで 4 日間の学修を
行った。実際に現地訪問を行っていないために、
触れる、嗅ぐ、味わうなどはできなかったが、繰
り返した事前協議とスタッフの創意工夫、また、
現地からのライブ配信による双方向性学修により
充実したオンランフィールドスタディとなり、学
生たちは開発途上国における人々の暮らしと健康
課題、その改善や向上の困難さなどを学修できた
と考える。

I．はじめに

　「フィールド・スタディ」は教員の指導の基で、
各学部の専門分野に関するテーマに基づき、現場
で調査・研究活動を行い、自らの興味・関心を深
め、専門的な理論と実践の架け橋となるプログラ
ムである 1）。また、「講義で学んだ「机上の知」を

現場で運用可能な「体験的な知」に転換する学び
の機会を学生に与えようという意図の下に立ち上
げられた学習プログラム」2）としている大学もあ
る。また海外フィールドスタディは、「海外での体
験学習のカテゴリーの 1 つである」3）とされてい
る。
　聖マリア学院大学のフィールドスタディは第 1
期生（2008 年に実施）以来、毎年、実施されてき
たが、2020 年、新型コロナウィルス感染症（以下
COVID-19 と記す）パンデミック状態により、開
学以来、初めて実施できなくなった。2021 年度も
海外への渡航制限下であったため、オンラインで
訪問し疑似体験を行うことで、可能な範囲での異
文化体験・理解と、多文化尊重の学修の機会を提
供することとした。
　以下、2021 年度オンラインフィールドスタ
ディ実施にあたっての準備から実施までの状況を
整理することにより、今後のフィールドスタディ
実施の示唆を得るため報告する。

II．聖マリア学院大学のフィールドスタディ

　聖マリア学院大学のフィールドスタディには I
と II があり、I の訪問対象国はフィリピン共和国
であり、II の訪問対象国は韓国、もしくはタイ王
国とラオス人民民主共和国の 2 か国である。これ
らのフィールドスタディは、本学が持つ国際看護
コースの履修科目のひとつであり、3 年前期に開
講される。I ・II ともに 2 単位 90 時間の実習時間と

秦野  環

聖マリア学院大学

＜キーワード＞
フィールドスタディ、オンラインフィールドスタディ

 聖マリア学院大学紀要 ,13, 45 ～ 50, 2022

COVID-19 感染拡大下におけるフィールドスタディ実施報告
－ オンラインを活用したラオス人民民主共和国訪問 －

【資料】

受理日：2022. 1. 6
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なっており、フィリピン訪問時は 11 泊 12 日、タ
イ・ラオス訪問時は機内泊を含む 13 泊 14 日とし
ている。

III．�2021年度オンラインフィールドスタディ
の実施

　オンラインフィールドスタディ実施にあたり、
まず、訪問対象国をどこにするのか選定の必要性
があった。インターネットを活用しての訪問とな
ることから、安定したネット環境を確保できる
国・場所であること、対象国を訪問しなくても可
能な限りの「異文化体験と理解」、そしてその経
験が「多文化の尊重」に発展させられるよう、綿
密な計画・準備を本学と共に行える環境にあるこ
と、オンラインフィールドスタディ実施中は受け
入れ機関側からの複数人参加による内容の充実を
担保することが可能なことと同時に、運営のバッ
クアップ体制が必要となることなどから、協力
要請が可能な ISAPH（International Support and 
Partnership for Health）が活動を行っているラ
オス人民民主共和国を訪問対象国として選んだ。
ISAPH は、聖マリアグループを母体とする NPO
法人であり協力を要請しやすいこと、かつ本学の
オンラインフィールドスタディの経験が彼らにも
裨益することが選択理由である。

1.ISAPHとは
　ISAPH は、「世界のどこに生まれても “ 自分の
健康は自分のもの ” そう言える人づくり、地域づ
くりを目指して」をコンセプトに、2004 年に設
立された。2006 年にラオスのカムアン県セバン
ファイ郡での協力活動を開始し、現在は同じカム
アン県サイブートン郡において母子保健サービス
と栄養向上に関する事業を展開している。ISAPH
の海外活動拠点は、ラオスとアフリカのマラウ
イ共和国である（以上、ISAPH のホームページか
ら）。

2. 過去のラオスでの実習内容
　2011 年 ~2019 年までに合計 6 回訪問し、現地で
実習を行っている。ラオスでの主な活動内容は、
以下の通りである。
1）首都ビエンチャンでの活動
　基本的にはマホソット総合教育病院見学、JICA
ラオス事務所訪問、ラオス赤十字社訪問（災害対
策、血液事業について）、こども病院の見学、首都
の市場見学等を行う。

2）ISAPH 活動拠点（カムアン県タケク市）での活動
　カムアン県保健局の表敬訪問、カムアン県立病
院見学、県立医療保健学校訪問、地方都市の市場
見学などを行う。
3）サイブートン郡（事業活動地域）での活動
　サイブートン郡における ISAPH の主な活動内
容は、ラオス保健局（カムアン県）のアウトリー
チ活動を支援し、人々、特に母子保健の向上を目
指した活動と、人々の栄養改善・向上活動である。
ISAPH 現地駐在員の活動に同行し、実際の活動内
容の見学を行う。2018 年度と 2019 年度には、活
動地域内の家庭での半日ホームステイを行い、ご
家族の生活状況の観察、生活全般と保健や医療に
対する考え方などのディスカッション、食料確保
に同行、昼食を共にするなどの活動を行った。

3. オンラインフィールドスタディの実施準備
1）運営に関わる準備
　2020 年 4 月日本全国の感染状況を鑑み、本学
の方針として年度内の国際交流事業活動（フィー
ルドスタディを含む）を行わないことが決定した。
フィールドスタディ科目責任者として、次年度
フィールドスタディが実施できない場合の代替案
を考え始め、2020 年 8 月 18 日、ISAPH と非公式
にコンタクトを開始し、可能性の検討を開始した。
　ISAPH とは、電子メール、Slack や ZOOM での
オンラインミーティングを活用し協議を重ね、オ
ンラインフィールドスタディで実施可能、かつシ
ラバス記載の目的目標が達成できる内容の検討を
重ねた。本学として最も大切にしたことは、「リア
ルタイムに時を共有し、双方向性の経験ができる
こと」であり、ISAPH 現地（ラオス）駐在経験が
ある所長、JICA 海外協力隊をラオスで経験した
職員、新規派遣予定の看護師の 3 者と情報共有を
行いながら実施可能な活動内容の検討を繰り返し
た。現地駐在職員のラオス着任後（2021 年 5 月）
は、現地からの情報を東京事務所を介して入手、
検討を重ねた。
　結果、本学が重要視した「双方向性の経験」を
可能にするために、以下のような日程案を作成し
た。
　第 1 週目 : 学内においての事前学修、事前学修
内容のプレゼンテーション、首都ビエンチャンか
らのライブ配信による疑似訪問体験。
　第 2 週目 :ISAPH 現地職員が事業活動地域で本
学学生用のビデオ撮影と作成。
　第 3 週目 :ISAPH 活動拠点（ラオス  カムアン県
タケク市）からのライブ中継と疑似訪問体験。事
業活動地域において録画されたビデオをもとに事
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業活動と村での生活内容の紹介。2 週間全体を通
しての学びからプレゼンテーションの実施。
　本学と ISAPH 東京事務所において日程調整を
含め準備を行うとともに、ISAPH 現地スタッフ
は、彼らの事業活動地域訪問時に、村の生活や村
での活動内容などをビデオ撮影し、それを本学と
共有しディスカッションを重ね、撮影を繰り返し
質を向上させていただいた。
　ラオス訪問にあたり、内容の充実を図ることと
共に、ラオス政府（外務省、保健省、事業地域県保
健局）に対し公文書を提出し訪問申請も行った。
2） 参加学生の準備
　国際看護コース履修登録を行い、国際看護論 II
を修了したものがフィールドスタディに参加する
ことができる。今年度は 3 年生 11 名、4 年生 1 名、
合計 12 名が参加した。学生たちにはオンライン
フィールドスタディ開始以前から事前学修の必須
内容などをメールで提示し、自己の学修状況に合
わせて、オンラインフィールドスタディ日程開始
前までに準備するように促した。

4. オンラインフィールドスタディの実施
　本学、ISAPH 東京事務所、ISAPH 現地事務所、
それぞれで準備を行い、最終的には別添の日程で
オンラインフィールドスタディの実施となった

（表 1）。
　オンラインフィールドスタディ実施直前の 9 月
6 日に、ISAPH 活動拠点のカムアン県タケク市に
おいて COVID-19 の患者が確認され市中はロッ
クダウン状況となった。よって、ISAPH スタッフ
の首都ビエンチャンへの移動が不可能となり、急
遽、ビエンチャン在住のプロのラオス語と日本語
の通訳者（W 氏、ラオス人）を雇用し、ビエンチャ
ンからのライブ配信を実施することとなった。W
氏は、聖マリア病院国際事業部との長い関係性を
もち、マホソット総合教育病院での通訳経験を多
く持っていること、ラオス語と日本語の通訳作業
だけではなく、医療施設への訪問、医療施設での
利用者に対するインタビューなどに熟達してい
るということから、ISAPH により雇用された。加
えて、第 1 週目の学生の事前学修からの学びのプ
レゼンテーションをもとに、本学学生たちの理
解度、興味関心、質問内容に則った村落での生活
状況紹介ビデオを撮影いただく予定であったが、
ロックダウンにより不可能となった。
　第 1 週目の主な活動は、訪問前の事前学修で
ある。オンラインフィールドスタディ期間中は、
COVID-19 感染拡大下であったことから、学生た
ちは自宅からオンラインでグループワークに参加

し、プレゼンテーションを作成し ISAPH スタッ
フに発表した。これにより、学生たちが知識とし
て何を知り得ているのかを ISAPH スタッフに伝
えることが可能となり、実際のオンライン訪問時
の参考としていただいた。実習開始前から十分な
時間をかけて事前学修を行っていたために、訪問
前の知識としては十分であった。プレゼンテー
ション後、ISAPH の方々からのご助言を受け、第
2 週目への準備を行うことができた。
　第 1 週目最終日は、首都ビエンチャンからのラ
イブ配信であり、まず ISAPH 業務調整員からラ
オスの医療概要の講義を受け、W 氏の案内により
マホソット総合教育病院訪問を行った。院内の主
な訪問場所は、母子保健領域（妊産婦外来、産科
病棟、など）、救急室、ICU（外観）、院内の家族滞
在場所などである。学生たちは、日本との違いに
衝撃を受けながらも「不足していること、不十分
であること」だけでなく、ラオスのシステムの良
さを見出すこともできた。
　第 2 週目は、ISAPH 活動拠点であるカムアン県
タケク市からのライブ配信による疑似訪問と、事
前撮影された事業地域内からの動画配信とそれに
かかわる講義で構成された。
　ライブ配信においては、I. はじめに、で述べた

「可能な範囲での異文化体験・理解と、多文化尊重
の学修の機会の提供」を可能とするために、ロッ
クダウン下の ISAPH ローカルスタッフが彼らの
自宅からライブ配信を行い、ラオスの一般家庭の
生活、家族構成や家屋内紹介、ロックダウン下で
の生活の様子や生活の工夫などを紹介し、学生た
ちの疑似訪問体験を可能とした。ISAPH ローカル
スタッフによる英語説明を、学生の理解を促すた
めに ISAPH 日本人スタッフと教員で通訳を行っ
た。
　事業活動地域で事前撮影されたビデオを活用
しての学修では、首都、地方都市、村落の違いを
学修する機会ととらえ、開発途上国の村落におけ
る人々の生活と、それを作り上げる慣習、文化的
背景、経済的な状況などを学修する機会とした。
ISAPH の事業活動のひとつである母子の健康向
上活動部分では、健康問題を抱えた児を医療施設
に連れて行かない母親の事例に、業務調整員が母
親へ状況説明を行う場面に遭遇し、人々の健康を
改善・向上させるための多面的な要素を学ぶ機会
を得ることができた。当日のカンファレンスで、
国際看護論 I, II で学修した、人々の健康改善のた
めやユニバーサルヘルスカバレッジ達成のために
は「3 つのアクセスを改善する必要がある」こと
を復習することができた（図 1）。
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　事業活動地域訪問に加え、食用昆虫養殖事業に
ついての講義を現地駐在日本人専門家から受け
た。内容は、食用昆虫養殖事業の意義、ラオスに
おける昆虫食の食文化的背景、持続可能な世界を
目指すうえで昆虫食の意義、等であり、現地日本
人スタッフが養殖昆虫を試食する状況も視聴し
た。
　フィールド疑似訪問体験中は、毎日、訪問後に
オンラインカンファレンスを実施し、日々の学修
の振り返りと気づきのシェアリングを行った。加
えて、その日の内容からの学びと今後自分自身が
取り入れていきたいこと等に関し振り返りを行
い、当日中の提出を義務付けた。これにより、日々
の多岐にわたる経験をその日のうちに振り返るこ
ととなり、経験値の積み重ねを促した。
　ライブと動画を合わせてラオスの首都、地方都
市と村落の合計 4 日間の疑似訪問を行い、事前学
修で得ていた知識に加え、訪問から学び得た知識
を統合させて「ラオス訪問を終えて」ということ
で実習最終日に、ラオスと東京、本学をオンライ
ンで繋いでプレゼンテーションを行った。発表内
容には、学生たちの学び得たことに加えて、どの
ようなことが支援として可能となるのかというこ
とも含まれた。発表に対し ISAPH スタッフから
の助言を受け、学修内容の確認と修正を行い、「開
発協力事業活動とは」、「人々の健康向上のために
外部の人間が行える活動とは」、など、多くの学び
の共有を行った。発表後は、ISAPH スタッフ 4 人
と、「ラオスについて」、「国際協力活動に参加する
ことについて」など、フリーディスカッションを
行い、学びを深める機会を得ることができた。
　学生たちはオンラインフィールドスタディ後、
事前学修から疑似訪問までの全行程の振り返りを
自身で行い、報告書の提出をもって、フィールド

スタディ修了とした。
　日々の振り返りや最終的な報告書からは、オン
ランフィールドスタディに参加したことからの
気づき、発見、学びなど、多くの肯定的な感想が
みられた。「来年度 COVID-19 パンデミック状況
が改善されたら、ぜひ実際に訪ねてみたい」と複
数名の学生が述べている。これは、本オンライン
フィールドスタディの成果のひとつではないかと
考える。

IV.�終わりに

　過去、実際に訪問した学生たちの経験と、今回
のオンライン訪問での経験を単純には比較はでき
ないが、十分な準備と実施体制を整えておくこと
で、バーチャル（仮想体験）によるフィールドス
タディにも十分な学修効果が見込めるのではない
かと考えた。
　今後、今回のオンラインフィールドスタディの
内容を精査・考察し、オンラインフィールドスタ
ディの成果をまとめ報告すると同時に、今後の
フィールドスタディのあり方の検討材料としたい
と考える。

利益相反

　開示すべき利益相反はありません。
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抄録

　新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加が
著しく、保健所業務が逼迫するなか本学の地域看
護学領域教員は、久留米市の感染拡大期である令
和 2 年年末年始の期間と令和 3 年 4 月 ~5 月に要
請に応じ、主に積極的疫学調査に従事した。その
経験から、健康危機事案業務の中で、支援側の対
応及び受援側との連携について考察した。
　感染拡大期は業務が多忙を極める中、受援自治
体主体の原則を踏まえ、日々更新される状況に関
して、応援派遣者間で情報共有しながら対応し
た。受援側と支援者がコミュニケーションを図
り、お互いの役割を理解するよう努めることがス
ムーズな活動につながると思われた。また、調査
への協力を得るためには、様々な背景をもった住
民の不安や苦情に対応しながら、正確な情報を聞
き取る能力も求められた。
　健康危機事案発生時、大学と行政協働の連携体
制の重要性が示唆された。

Ⅰ.はじめに

　新型コロナウイルス感染症は感染症法に基づ
き、指定感染症に指定され 2 類感染症相当の対策
がとられている。発生時の医師による迅速な届
出、入院勧告・就業制限、積極的疫学調査などの
措置である。新型コロナウイルス感染症の感染者
数増加に伴い保健所の業務が逼迫する中、積極
的疫学調査等を担う保健師の確保が喫緊の課題
となった。このことを受け令和 2 年 7 月、厚生労

働省は日本公衆衛生学会をはじめ、関係学会、団
体等へ保健所支援チームへの協力依頼を行うに
至った（加藤 ,2020、厚生労働省 ,2020）。積極的
疫学調査のねらいは、個々の患者発生をもとに
クラスターの発生を把握し、感染源、感染経路を
推定するとともに、濃厚接触者の行動制限等に
より封じ込めを図ることである（国立感染症研究
所 ,2021）。こうした状況を踏まえ、久留米市保健
所（以下、保健所とする）は、独自の取組みとして、
市内の 2 つの看護系大学に対して新型コロナウイ
ルス感染症疫学調査等に係る人材の派遣について
相談及び協力を依頼した。
　そのため、本学地域看護学領域教員は、久留米
市における感染の拡大防止にむけた地域貢献活動
として、同市で感染が拡大した令和 2 年 12 月 ~ 令
和 3 年 1 月および令和 3 年 4 月 ~5 月に支援要請に
応じ、活動したので報告する。

Ⅱ．目的

　新型コロナウイルス感染症対策により業務負担
が増大している保健所支援の経験から、その実際
を振り返り、健康危機事案業務における支援側の
対応と受援側との連携について考察する。

Ⅲ．発生状況と組織体制

1. 久留米市の発生状況
　図 1 に久留米市における新型コロナウイルス新
規感染者数の推移を示す。久留米市では、令和 2

田中貴子、眞﨑直子、堤 千代、橋口ちどり、渋江暁春、野上裕子
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年 3 月 31 日に第 1 例目が発生し、現在（令和 3 年 8
月 19 日）まで 2,717 名の感染者が出ている。感染
の流行は、現在第 5 波まであり、支援活動を行っ
た第 4 波では、1 週間当たり 325 名の新規感染者
が発生していた。この第 4 波の特徴として、久留
米市を含む福岡県南部の地域において、感染拡大
のスピードが全国的にも早く、久留米市の感染者
数は 4 月に 562 人、5 月には感染者数 530 人と 4 月
とあわせ 1000 人に達した。特に、5 月 10 日から 5

月 16 日の 1 週間の人口 10 万人あたりの感染者数
は 66 人となり、感染状況が最も深刻なステージ 4

（爆発的感染拡大）の指標「25 人以上」を超えた状
態が続いていた（久留米市 ,2021）

2. 久留米市保健所の組織体制　
　新型コロナウイルス感染症対応における保健所
の組織図（図 2）を示す。令和 2 年 3 月、保健所で
は新型コロナウイルス感染症への対応のため、保
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図１：久留米市新型コロナウイルス感染症陽性者数（日計）（2021年8月19日現在）
　　（出典：https://www.city.kurume.fukuoka.jp/）を一部改変

図2.  久留米市保健所における新型コロナウイルス感染症対応における保健所組織図
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健所長をトップとした総括部門の下に、総務部門
（総務班、医療体制班）、患者対応部門（医療調整
班、疫学調査班、移送・消毒班、検体搬送班）、市
民対応部門（相談対応班、帰国者・接触者対応班、
予防啓発班）を設置した組織体制となっていた。
この中で、本学の応援派遣者は、疫学調査班の業
務に従事した。
　
　
Ⅳ．活動に至る経緯と活動の実際

1. 取組みの経緯
　令和 2 年 12 月初旬、保健所からの正式な依頼に
より、保健所支援の要請を受けることが学内で了
承された。本学では、カリキュラムの一環として、
毎年保健所にて、5 週間の公衆衛生看護学実習を
行っていることに加えて、県型保健所勤務歴のあ
る教員もおり、同市における新型コロナウイルス
感染症の業務について即時に対応が可能であると
考えられた。
また、派遣時の身分については、久留米市会計年
度任用職員としての手続きに基づき、大学の協力
を得て、その手続きをとった。

2. 保健所および学内での調整
　保健所技監及び担当保健師と公衆衛生看護学領
域教員で、話し合いと調整を行い、以下の確認を
行った。①業務内容は、主に積極的疫学調査（電
話対応）、必要に応じて自宅療養患者の日々の健
康確認（電話対応）②派遣時期は、保健所におけ
る感染拡大期③派遣時間は、概ね午後（検査結果
判明の時間にあわせ、15 時以降となる可能性が大
きい）④派遣要請の目安は、概ね市内の新規感染
者が 10 名で、『翌日も同様であれば翌々日に出務
要請の可能性大である』旨の連絡を受け、その後
の状況を協議し、要請検討がされた。
　次に、学内においては、対象教員を始めは公衆
衛生看護学分野とするが、在宅看護学領域も含め
た地域看護学領域全体での対応をすることで了承
を得た。地域看護学領域長を責任者として、各教
員の業務にあわせて、おおよその派遣スケジュー
ルを週単位で決めておき、保健所からの要請に備
える形をとった。
　さらに、第 1 期の派遣前には、保健所担当者か
ら応援教員に対して、学内と現場において 1 回ず
つオリエンテーション受けた。オリエンテーショ
ンの内容は、保健所の組織体制や指揮命令系統、
地域の新型コロナウイルス感染症発生状況、応援
派遣者が担う業務に関する概要等である。

3. 支援時期と活動実績
　支援は、いわゆる第 3 波流行期間である令和 2
年 12 月 29 日 ~ 令和 3 年 1 月 31 日（以下、第一期）
と第 4 波流行期間である令和 3 年 4 月 26 日 ~5 月
31 日（以下、第二期）までの 2 つの期間に実施し
た。応援派遣者として、地域看護学領域教員 6 名
が従事した。それぞれの要請出動は、延べ 10 日と
延べ 29 日であった。

4. 支援活動の実際
　疫学調査班に属し、検査陽性者への電話による
疫学調査を実施した。
　まず、保健所側の体制であるが、第一期支援終
了後、第二期支援にあたっては、オリエンテー
ションで示された資料の他に、急増する陽性患者
対応のため、日々運用が変わる場合があり、「保健
職の情報共有」メモが作成、配布されていた。疫
学調査班に関係するものでは、例えば、濃厚接触
者及び接触者の範囲の具体例、自宅療養者架電シ
ステムの説明方法などである。
　大学側では、各教員が、その日の派遣終了後に、
共有ファイルでの申し送り記録を作成し、日々
変更される情報の共有を心がけた。特に、第二期
の支援開始時には、初日派遣終了後、教員間での
ミーティングを実施し、第一期との変更点の確認
等を情報共有した。現場で困らないようパソコン
使用時のログインやルール、物品の設置場所など
細かい点にも留意した。
　次に、当日の疫学調査の実際について述べる。
具体的には、下記の手順で行ったが、検査陽性者
の不安な面を考え、調査による体調へ負担が最小
限になるよう留意しながら、一方で聞き漏れや聞
き忘れがないよう、関係性をつくることができる
よう調査を進めていった（吉川 ,2020）。
< 疫学調査前の準備 >
　原則、病院から発生届受理後、対象者への電話
となるため疫学調査班の指示に従い、開始する。
発生届の内容から、対象者の状況確認し、氏名、
住所など分かっている情報を疫学調査票に転記。
同居家族については、住民基本台帳ネットワーク
にて確認し調査票に転記することで、聞き取り時
間の短縮に繋がった。また、各種様式は、随時更
新されるため最新の様式を確認したうえで使用し
た。
< 疫学調査の導入 >
　自己紹介と体調、症状の有無の確認を行い、陽
性結果を伝え、結果の受け止め状況確認したうえ
で、本日の電話の目的（療養場所の決定や接触者
確認など）と就業制限・入院勧告と費用面、公表
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内容などを説明した。
< 濃厚接触者の探索 >
　発症 2 日前 ~ 現在までの行動を聴取した。周囲
の体調不良者の有無・3 密の場所への行動の有無、
所属の確認等を行いながら、接触者を特定してい
く。濃厚接触該当者がいた場合は、氏名や住所、
所属（職業や学校など）、接触状況などの確認を
行った。特に、職場、学校、医療機関等での濃厚接
触が疑われる場合は、所属の感染対策や誰と連絡
をとればよいのか窓口（責任者）を確認するなど、
細かい聴取へと進めた。
　検査日、発症日、最終出勤日（登校日）の 3 つの
ポイントは、なぜそのことが重要かも含めて聞き
取り、協力を得やすくした。
< 感染源、感染経路、クラスター探索 >
　発症 2 日前から発症 14 日前までの行動を聴取
した。3 密場所への行動の有無や滞在時間、同席
者などである。その際、過去の行動を思い出しや
すくする工夫として、発症 2 日目から前に遡って
いく聞き方やスケジュール帳やメール、電話の履
歴などを手元に準備してもらうなどの工夫をし
た。
< 情報提供のお願い >
　ひととおり聞き終えたら、調査協力へのお礼を
伝え、体調を確認しながら、情報提供をお願いし
た。同じ時期の感染者・発症者の確認、発症の可
能性がある方への外出自粛や健康観察のお願いと
濃厚接触者と思われる人には、突然の保健所から
の連絡に戸惑うことがないよう本人に、保健所か
ら連絡が来る旨を伝えてもらうようお願いした。
< 今後の対応が決まるまでの過ごし方の案内 >
　入院、入所が決まるまでの自宅待機期間に気を
付けて頂きたいことを説明し、自宅待機中に症状
悪化した場合の連絡先について、昼間と夜間連絡
先を伝えた。
< 保健所での決定事項を対象者への連絡 >
　所内協議後、対象者の処遇について、療養場所
のお知らせとホテルの場合は入院やホテル療養に
関する案内（準備するものなど）、移動に関する留
意点、生活上の留意点について説明した。ホテル
療養の場合は、通常のホテルと違い、アメニティ
やタオルがないこと、洗濯ができないことを事前
に伝えておくこともトラブル防止のため留意し
た。5 月第 4 波の時期は、ホテル待機のため自宅
療養者が多く、自宅療養者へは、パスオキシメー
ター、体温計の貸し出し、配食（希望者）の依頼書
の記載も必要となった。
　さらに、同居家族以外の濃厚接触者と接触者に
ついては、保健所より電話がある旨を伝えてもら

うようお願いするとともに、名前や連絡先など情
報が足りていない場合は確認をとった。同居家族
などについては、検査の予約枠を確保し、検査日
時と場所をお知らせした。
< 引継ぎ >
　最後に、発生届、疫学調査票、対応別確認シー
ト等の書類の記録もれを確認し、保健所管轄外へ
の情報提供依頼の有無等があれば市職員へ引き継
ぎを行い、1 例が終了した。
　聴取にかかる時間は、最低でも 1~2 時間、接触
者が多く、連絡先等の状況把握に時間を要すなど
事例によっては、3~4 時間を要した。

Ⅳ．考察

　新型コロナウイルス感染症対策により、保健所
の業務負担が増大しているなかで支援に入った。
支援側としての対応として、まず、組織的に支援
体制がとられることが重要であると考える。荒木
田（2021）は、このような支援に行く教員の背後
には、業務調整や代替え業務を担う教員、事務手
続きをしてくれる事務職員等、多くの人の協力体
制があると述べている。今回の支援においても、
大学側では地域貢献活動の一環として位置づけさ
れ、学内・領域内で協力体制をとり、久留米市任
用職員としての手続きを経たため、スムーズな活
動につながったと考える。
　保健所側では、感染者数の動向や応援職員数の
変動に応じて、応援教員の従事時間の変更等、柔
軟な対応がされたことで、支援者を受け入れる側
も支援する側も活動しやすくなったことがあげ
られる（厚生労働省 ,2020b）。さらに、保健所は毎
年 5 週間の公衆衛生看護学実習の受け入れ先であ
り、受け入れ前後の調整において、教員とも接点
が多かったことも関係の取りやすさにつながっ
た。
　現場での活動においては、感染拡大の中で、
様々な応援者が現場に入り、日々更新される情報
に関し、第二期は、現場での情報共有白板や「保
健職の情報共有」として回覧されるメモにて把握
していた。しかし、新たに追加や変更されること
も多く、教員も入れ替わりで支援にあたるため、
業務に忙殺されている保健所職員にタイムリーに
情報を確認したり、報告するタイミングが難しい
場面もあった。
　厚生労働者健康局（2020b）は、新型コロナウイ
ルス感染症対策における応援派遣及び受援に関す
るガイドラインにおいて、「感染拡大の中では派
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遣先の受援体制が不十分であることも考えられ、
職員は長期間の対応で疲弊していることも多い」
とし、応援派遣者に求める姿勢として「地域特性
や指組織体制を理解する、指示待ちではなく自ら
考えて行動する」などをあげている。
　事例によっては判断の難しい場合や対象者の所
属先に連絡を要する事例、保健所管轄外の保健所
への情報提供事例もあり、その都度、職員に対応
を確認、相談しながら行わざるを得ない。また、
パソコンでの入力ルール、物品の場所など変更点
は、職員に確認を取らざるを得ない場合もある。
大学側では、現場の状況をみながら、各派遣終了
後共有ファイルでの申し送り記録を作成し、現場
のニーズに応じた対応を心掛けたが、通常業務と
並行しての支援でもあり、日々変わる状況に十分
な学内での準備や定期的なミーティングまで至ら
なかったこともあり、効果的な応援体制への課題
であると考える。双方が負担とならないよう、そ
のときの感染状況に応じてお互いが担っている業
務内容や動きを理解し、コミュニケーションを図
るよう努めることがスムーズな活動につながると
思われた。
　第一期支援と第二期支援では、感染者数の規模
が異なり、また、同じ第二期でも、前半と後半の
感染者の年齢構成が異なるなど、実情に即した対
応が求められた。疫学調査の内容は共通するが、
当然対象者の背景は異なる。シングルマザーが感
染したことで、子どもの預け先に困っている相
談、勤務先から感染可能期間に入らない同僚の検
査を求められ悩んでいる相談、高齢のため電話で
の調査では難しい人、家族へ感染させたと自身を
責めている人など様々なケースがあった。
　限られた時間の中で、聞き取りの内容は多岐に
渡り、人間関係などプライバシーに踏み込んだ内
容も含まれる。相手が尋問や指図されたという印
象とならないよう（荒賀ら ,2020）住民の疑問に、
丁寧に正確な情報を提供しなくてはならない。感
染拡大を防止するため、調査への協力を得るため
に様々な背景をもった住民の不安や苦情に対応
しながら、正確な情報を聞き取る能力が求められ
る。
　大学の協力および領域責任者と保健所窓口の
担当課長の連携により、保健所へのスムーズな派
遣が実現し、感染拡大予防のため保健活動の一部
を展開した。令和 3 年 8 月の保健所支援では、応
援者のための対応マニュアルがまとめられ、また

「今日は○○に聞いて下さい」と、調査内容につい
てマネジメントする職員を明確するなどの受入れ
体制の整備が進んでいた。保健所の新型コロナウ

イルス感染症対策業務は現在も継続しており、効
果的な受援側と応援派遣者との連携方法、応援派
遣体制の整備を検討していきたいと考える。

Ⅴ．結語

　健康危機事案発生時、大学と行政協働の連携体
制の重要性が示唆された。また、実践の場での体
験を教材化し、教育にも還元していくことが望ま
れる。
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聖マリア学院大学紀要投稿規定

（総則）
第１条　　「聖マリア学院大学紀要」は、聖マリア学院大学の機関紙である。

第２条　　刊行は原則として、年１回とする。

（投稿資格）
第３条　�　投稿論文は他の雑誌に未掲載のものに限り、また、投稿者は原則として、本学教職員、研究科生、

本学修了生・卒業生に限る。ただし、本学教職員の共同研究者の場合はこの限りではない。

（倫理的配慮）
第４条　�　本誌に掲載する論文は、人を対象とした研究においては、ヘルシンキ宣言、文部科学省・厚生労

働省の研究倫理規程（「疫学研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省）」、「臨床研究に関す
る倫理指針（厚生労働省）」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生
労働省・経済産業省）」等）を遵守していることを本文中に明記する。

　　２　�　研究倫理審査委員会の承認を得ておく必要がある。なお、場合によっては証明書の提示を求め
ることがある。

　　３　�　動物実験に当たっては、「聖マリア学院大学動物実験取扱規程」に基づき、適切に研究が行われ
ていなければ論文を受理しない。

（論文の種類）
第５条　�　論文の種類は、総説、原著、研究報告、実践報告・事例報告、資料、その他であり、その内容は以

下のとおりである。
　　　　【総　　説】　�特定のテーマについて多面的に内外の知識を集め、また、文献的にレビューして、

当該テーマについて総合的に学問的状況を概説したもの。
　　　　【原　　著】　研究そのものが独創的で、新しい知見が論理的に示されているもの。
　　　　【研究報告】　�内容的には原著には及ばないが、研究結果の意義が大きく、看護学における研究・

教育の発展に寄与するもの。
　　　　【実践報告・事�例報告】　研究結果に基づく教育・臨床等の実践報告・事例報告で、看護学における

研究・教育の発展に寄与するもの。
　　　　【資　　料】　�研修報告、各種活動報告等をまとめたもの。
　　　　【そ の 他】　上記以外で、本誌編集委員会が適当と認めたもの。

（投稿方法）
第６条　　本誌編集委員会を投稿先とする。

（執筆要項）
第７条　　執筆要領については、別に定める。

（校正）
第８条　　校正は初稿のみ執筆者が行う。但し内容の変更は認めない。

（掲載）
第９条　　掲載料は原則として無料とする。
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（原稿の採否）
第10条　�　原稿の採否は査読を経て、本誌編集委員会が決定する。原稿の受付日は、投稿申込用紙を添え

た原稿の到着日とする。修正後の原稿は、委員会で採択を決定した日時を受理日とする。

（著作権）
第１１条　　本誌に掲載された論文の著作権は、本学に帰属するものとする。

　　２　�　本誌は、提出された論文を冊子体で刊行する以外にも二次的利用として、電子的記録媒体
（DVD-ROM、USBメモリ等）への変換・送信可能化・複製・学内外への配布およびインターネッ
ト等で学内外へ公開する権利（公衆送信権、自動公衆送信権等）を専有するものとする。

付則　この規定は、平成１8年度より適用する。
付則　この改正は、平成１9年 １ 月１0日より適用する。
付則　この改正は、平成20年 2 月１3日より適用する。
付則　この改正は、平成28年 6 月 8 日より適用する。
付則　この改正は、令和 2年 9月 9 日より適用する。
付則　この改正は、令和 3年 4月１4日より適用する。
付則　この改正は、令和 4年 2月2１日より適用する。
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原稿執筆・投稿要領

1.論文の種類
　【総　　説】　�特定のテーマについて多面的に内外の知識を集め、また、文献的にレビューして、当該テー

マについて総合的に学問的状況を概説したもの。
　【原　　著】　研究そのものが独創的で、新しい知見が論理的に示されているもの。
　【研究報告】　�内容的には原著には及ばないが、研究結果の意義が大きく、看護学における研究・教育の

発展に寄与するもの。
　【実践報告・事�例報告】研究結果に基づく教育・臨床等の実践報告・事例報告で、看護学における研究・教

育の発展に寄与するもの。
　【資　　料】　�研修報告、各種活動報告等をまとめたもの。
　【そ の 他】　上記以外で、本誌編集委員会が適当と認めたもの。
　
　原則、以下に則り、執筆すること。図表は1点400字として換算する。

本文・文献・図表 図・表 和文抄録 英文抄録 キーワード
総説・原著・
研究報告 20,000字以内 10点以内 400字以内 300語以内 5個以内

実践報告・事例報告 15,000字以内 10点以内 400字以内 不要 5個以内
資料・その他 10,000字以内 �5点以内 400字以内 不要 3個以内

2.記載方法
　【本文・抄録他】
　　1）和文原稿は、ワードプロセッサーを用いてA4版横書き40字×30行とする。
　　　�数字はアラビア数字を用い、アルファベットと共に半角を用いる。英文原稿は、ダブルスペースと

する。
　　2）�表題やキーワードには略語を用いない（たとえば、LGとせず長期目標とする）。ただし略語を使用

したほうが分かりやすい場合は認められる。本文中に略語を用いる場合は、一般に使われているも
のに限る。その場合、初出の際に省略しない語を記載し、括弧内に略語を示す。

　　3）�第１ペ一ジ目は表紙とし、表題、論文の種類（原著、研究報告、総説、実践報告・事例報告、資料、そ
の他）、著者の所属および氏名、連絡責任者の氏名、キーワード、必要別刷部数を記載する。

　　4）第２ぺ一ジ目は、目的・方法・結果・考察で構成された和文抄録とし、400字以内で記載する。
　　5）�第３ぺ一ジ目以降は、本文、文献、図・表の順に配列し、各項毎にぺ一ジを改める。図および表は、

挿入箇所を指定する。
　　6）�本文には、通しの行番号をつける。本文から文献まで、右下にページ番号を記入する。
　　7）�原著および研究報告・総説には、文献の後に、300語以内の英文抄録を添付する。この英文抄録は、

英語表記の表題、著者全員の所属および氏名、キーワード、英文抄録の順に記載し、ダブルスペー
スで印字する。英文抄録および英語表現は、英文校閲を受けた上で投稿すること。英文論文の場合
は、和文抄録を添付する。

　　8）共著者を含む全ての著者が原稿に目を通したうえで、内容に同意を得てから投稿する。
　　9）�論文の内容の一部を、既に学術集会にて発表している、あるいは修士・博士論文に加筆・修正した

場合は、その旨を「付記」として記述すること。

　【倫理的配慮】
　　1）�人および動物が対象である研究は，倫理的に配慮されていることを、本文中に明記する。なお、明

記する際には施設や個人が特定されないように留意する。
　　2）�主となる研究者が所属する施設の研究倫理審査委員会の承認を得ている研究であることを本文中

に明記し、記載内容としては受審施設名および承認番号を記す。なお、受審施設名を記すことで対
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象者が特定される場合には、施設名にはアルファベット等を付すこととする。
　　3）�利害の衝突に該当する項目（研究費の出所、研究対象としている事項に関連する団体との関係等、

利害関係で研究結果をゆがめる可能性があると判断されるもの）は、論文に全てを記載する。また、
該当がない場合は、その旨を明記する。

【図・表】
　　1）そのまま製版が可能な明瞭なサイズとし、原則、1枚に１つとする。
　　2）図・表および写真は、図1、表1、写真1などアラビア数字で通し番号を付す。
　　3）本文を参照しなくとも、その図・表・写真のみで内容が分かるように工夫する。

【文献】
　　1）�本文中の引用表記について
　　　本文中の引用箇所には、（著者の姓,�発行西暦年）を付け1名のみを記す。
　　　例：岡本（1999a）は、・・・・・・・と主張している。
　　　　　・・・については、・・・・・・が明らかになっている（岡本,1999b）
　　　同一書籍から複数個所を引用した場合は、引用ページを明記する。
　　　例：山田（2000,p.5）は、・・・と述べている。
　　　　　・・・・については、・・・・が明らかになっている（山田,2000,pp.11-13）
　　2）文献リスト表記について
　　　a.�欧文、和文を問わず著者名のアルファベット順とする。
　　　b.�同一著者の文献が複数ある場合は、発行年の古い順とする。
　　　c.�同一著者かつ同一発行年の文献が複数ある場合は、発行年の後にアルファベッ　　
　　　　トを順に附す。
　　　　例：�岡本連三（1999a）:
　　　　　　岡本連三（1999b）:
　　3）文献リストの記載方法は下記の通りとする。
　　　�著者名は、3名までは全員を記載する。4名以上の場合は最初の3名を記載し、「他」あるいは外国語

文献の場合は「et�al.（2021）:」を付す。
　　（1）雑誌の場合
　　　　著者名（発行西暦年）：論文の表題．雑誌名，号もしくは巻（号）,最初の頁-最後の頁．
　　　�【例】
　　　　　・�水流総子，中西睦子，植田喜久子，他（1995）：臨床看護から見た日常生活行動レベルの評価．

日本看護科学学会誌，15，58-66．
　　　　　・�Yeo,S.A.,Hayashi,R.H.,Wan,Y.,Rejman,et� al.（1996）：Effect�of� gestational�duration�on��

metabolic�response�to�arm�exercise．Bull.Osaka�Pref.Coll.of�Nurs，2，1-8．

　　（2）単行本の場合
　　　①著者名（発行年次、西暦年数）：書名（版数　初版は省略可），出版社名，発行地．
　　　【例】
　　　　　・芝祐順（1979）：因子分析法（第2版），東京大学出版会，東京．
　　　　　・�Morse,J.M.�&�Field,P.A.（1995）：Qualitative�research�methods�of�health�professionals（2nd�

ed.），SAGE�Pubucations，Calfornia．

　　　②�著者名（発行年次、西暦年数）：論文の表題．編者名，書名（版数　初版は省略可），ページ数，出版
社名，発行地．

　　　＊欧文は編集者や監修者名の前にIn、後に（Ed.）または（Eds.）を記載
　　　【例】
　　　　　・�迫田環，植田喜久子，田村典子，他（1993）：行動形成プログラムＡバイタルサイン・罨法．阪

本恵子編著，看護教育と看護実践に役立つ行動形成プログラム，28-31，廣川書店，東京．
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　　　　　・�Spross,J.A.,�&�Baggerly,J.（1989）：Models�of�advanced�nursing�practice.� In�A.B.Hamric�&�
J.A.Spross（Eds.），The�clinical�nurse�specialist� in� theory�and�practice（2nd�ed.），21-24，
W.B.Saunders�Company，Philadelphia．

　　（3）訳本の場合
　　　①�原著者名（原著の発行年次）：原著名．出版社名，発行地．／訳者名（翻訳書の発行年次）：翻訳の

書名（版数），出版社名，発行地．
　　　【例】
　　　　　・�Fawcett,J.（1989）：Analysis�and�evaluation�of�concept�models�of�nursing（2nd�ed.）．F.A.Davis�

Company，Philadelphia．／小島操子監訳（1990）：看護モデルの理解　分析と評価，医学書院，
東京．

　　　②�原著者名（原著の発行年次）：原著名．出版社名，発行地．／訳者名（翻訳書の発行年次）：翻訳書
の書名（版数），ページ数，出版社名，発行地．

　　　【例】
　　　　　・�Polit,D.F.,�&�Hungler,B.P.（1987）：Nursing�research,�Principles�and�methods．J.B.Lippincott�

Company，Philadelphia．／近藤潤子監訳（1994）：看護研究　原理と方法，239-256，医学書
院，東京．

　
　　�（4）電子文献の場合
　　　①DOIのない場合
　　　　著者名（年号）：論文の表題，掲載雑誌名，巻（号），最初の頁-最後の頁，URL
　　　【例】
　　　　　・�礒山�あけみ（2015）：勤務助産師が行う父親役割獲得を促す支援とその関連要因，日本助産学

会誌，29（2），230-239，https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjam/29/2/29_230/_pdf

　　　②DOIのある場合
　　　　著者名（年号）：論文の表題，掲載雑誌名，巻（号），最初の頁-最後の頁，doi：DOI番号
　　　
　　　③逐次的な更新が前提となっているコンテンツの場合は、URLのあとに検索日を記載する。
　　　【例】
　　　　　・�日本看護系大学協議会（2008）：看護職の教育に関する声明，http://www.janpu.or.jp/umin/

kenkai/seimei.html，（検索日2016年1月20日）．

3.提出方法
　1）以下の書類を揃えて、編集委員会事務局へ提出する。
　　①�投稿論文【正原稿（委員会保管用）1部、副原稿（査読審査用）2部】
　　　副については、著者名、所属、謝辞など、個人が特定される情報を削除する。
　　②紀要投稿申込用紙
　　③投稿チェックリスト➡すべてチェックを入れること
　2）1）の一式を封筒に入れて、「原稿在中」と明記する。
　3）�編集委員会より受理の連絡があった際は、表紙に執筆者全員の氏名を明記し、最終原稿のみを電子

データ（メール、USB、CD-R等）にて提出する。なお、メールに添付して提出する場合は、必ずパス
ワードを設定のうえ個人情報の保護および管理をおこなうこと。紙媒体での提出、その他の書類の提
出は不要とする。

4.原稿の締め切り日
　�　原稿の締め切り日は、9月末日までの年1回とし、同日までに投稿された原稿は、当年度発刊号へ掲載
すべく編集を進めることとする。
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5.別刷り
　別刷は投稿の際に必要部数を明記した場合に限り実費で印刷する。
　係る費用は、特に指定のない場合、筆頭著者の教員研究費から支出する。

　附則
　この原稿執筆要領の改正は、平成30年 2 月27日から施行する。
　この原稿執筆要領の改正は、令和 2年 9月 9 日から施行する。
　この原稿執筆要領の改正は、令和 3年 4月１4日から施行する。
　この原稿執筆要領の改正は、令和 4年 2月2１日から施行する。
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　聖マリア学院大学紀要第13巻をお届け致します。論文をご投稿くださった
皆様方、査読をお引き受けくださり建設的で丁寧なご示唆など下さいました査
読者の皆様方、編集に携わってくださったすべての皆様方に深く感謝申し上げ
ます。
　お陰様で総説1編、研究報告3編、実践報告1編、資料1編、その他1編を掲
載することができました。関係者の皆様方の熱意に敬意を表します。
　未だCOVID-19禍にあり収束の兆しが見えず、今後も変異株の出現を考える
とWithコロナ時代の生活様式を踏まえた教育・研究・地域貢献が求められてき
ます。本巻でもCOVID-19禍における国際看護学領域での実習状況や地域看護
学領域での保健所の支援活動報告が掲載されています。その他、病院での看護
実践に基づく報告などもあり、投稿者諸氏の教育・研究・地域貢献への熱意を
感じて頂ければ幸いです。
　本誌をご一読された皆様からのご意見などを頂戴し、研鑽を重ねることで看
護学の発展に寄与できることを願っております。今後とも本学紀要へのご理解
とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

編 集 後 記
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